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近時の裁判実務における
児童虐待事案の刑事法的一考察（3）

林　　弘　正
Ⅰ．序言
Ⅱ．児童虐待事案の行為態様別考察
Ⅱ - ⅰ．身体的虐待事例　（以上、3号、4号）
Ⅱ - ⅱ．ネグレクト事例
Ⅱ - ⅲ．児童期性的虐待事例　（以上、本号）
Ⅲ．児童虐待防止への方策
Ⅳ．結語
Ⅴ．追補事例
【資料編】
Ⅰ．�ネグレクト及び児童期性的虐待事例の係属裁判所、罪名、加害者・被
害者の関係性、量刑、留意事項一覧表

Ⅱ．�ネグレクト・児童期性的虐待における加害者・被害者の関係別人員及
び被虐待児の年齢一覧表

Ⅱ - ⅱ．ネグレクト事例

【判例 1】�さいたま地裁平成 24 年 2 月 28 日第 3刑事部判決1）

【事実の概要】
　実父Xは、平成 20 年 1 月以降同居する実弟Yとともに長男A（当時 5
歳 10 ないし 11 か月）を養育していた。平成 23 年 6 月頃、Aは、家中ゴ
ミの山で足の踏み場もないという極めて劣悪な環境の下でほとんど外出す
ることもなく、ドアに紐を巻き付け中からドアを開けられないような状況
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で 4畳半の部屋から出られなかった。Aは、毎日朝晩の 2回おにぎりや
パンなどの栄養の偏った食事を与えられるだけで、十分な水分も与えら
れず痩せた状態が目立つようになり、低栄養状態に陥っていた。Aは、7
月中旬頃には、更にやせ衰え食欲が減退し、8月 16 日死亡した。A（当時
5歳 10 ないし 11 か月）の死亡時の体重は、1歳児の平均体重と同程度の
10.6 キログラムしかなく低栄養症及び脱水症の状態に陥っていた。
【判旨】
　裁判所は、X�が Aに十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせ
ず放置し、Aの生存に必要な保護をしなかったとして保護責任者遺棄罪
の成立を認めた。更に、裁判所は、平成 23 年 8 月 14 日午後 1時頃から午
後 3時 30 分頃までの間、XがAの頭部及び顔面を 3回殴り、さらに、左
顔面を数回蹴るなどしたとして暴行罪の成立を認め、Yとの共同正犯とし
てXを懲役 3年 6月に処した。
【研究】
1.�A の養育環境は、平成 19 年 1 月頃以降、実父X、実母B、A（当時 1
歳）、叔父Y、祖母の 5人で暮らしていた。同年 6月頃、Bは、Xの日常
的な暴力に耐えられず逃げ出し、協議離婚した。Xが、Aの親権者となっ
た。平成 20 年 1 月頃、X及びYからたびたび暴力を受け統合失調症に罹
患していたXの母親も家を出て行った。Aの養育の中心は、Xが昼間仕
事で家を空けている間は当時仕事をしていなかったYとなった。
　Xは、Yに対し生活費等をほとんど渡さず、Aに与える食事としてコ
ンビニで買ってきたパンやおにぎりなどをYに渡し、Aに支給された児
童手当や子ども手当の大部分を自分のために使っていた。また、Xは、Y
がAを外に連れ出すことや入浴させることを禁じるなどの制約を課し、
自らAを家の外に連れ出すことも滅多になく、入浴も 1、2週間に 1回程
度しかさせず、定期検診や病院には一度も連れて行かず、保育所にも入
所させなかった。Yは、平成 22 年 4 月頃以降アルバイトをするようにな
り、当初は夕方から夜にかけての勤務であったが、10 月頃以降は夜勤と
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なり、昼間起きていられなくなったためXとも合意の上でAに対する食
事は朝晩の 2回のみ用意するようになった。平成 23 年 1 月頃以降、Xは、
Cと交際するようになり仕事が終わった後などにほぼ毎日会っていたた
め、Aの世話はほぼすべてYに任せきりの状態となった。
　Xは、家庭の中で支配的な存在であり、妻BへのDV及び統合失調症
に罹患していた母親への暴力等を繰り返していた。Xは、Cとの交際でA
の世話を全く果たさず、医師の診断を受けることもせず親権者としての責
務を放棄しAの死亡を招来した。
　A死亡の直接的原因は、X及びYの保護責任者遺棄行為にある。
2.�A 死亡の背景には、実父XによるAの外部との接触断絶により社会的
援助を受ける機会の喪失がある。親権を放棄した実母Bは、Aの存在を
確認し得る唯一の人的関係にあり、少なくとも間接的にはAの遺棄を幇
助したともいえる。
【判例 2】�大阪地裁平成 24 年 3 月 16 日第 2刑事部判決2）

　本判決については、既に拙稿「裁判実務における児童虐待事案の刑事法
的一考察」において考察しており参照して頂きたい。
【判例 3】�広島地裁平成 24 年 5 月 22 日刑事第 1部判決3）

【事実の概要】
　実父X（26 歳）は、親権者としてパニック障害に罹患していた妻Yと共
になかなかミルクを飲まない乳児Aを仕事しながら養育していた。Xは、
平成 23 年 10 月上旬頃から 31 日までの間、自宅において、Aが吐き出し
たミルクで汚れた衣服や糞尿で汚れたおむつを適時に取り替えず、ビニー
ル製ごみ袋等の上に長時間放置してAに加療約 4週間を要する左側頭部
等の褥瘡及び加療約 2週間を要する腹部、臀部等の皮膚異常の傷害を負わ
せた。Xは、Aの褥瘡や皮膚異常について入浴時にその部分をスポンジ
や手でこするとAが身体をビクッとさせたり大声で泣いたりしたことか
ら気付いていた。Aは、10 月 31 日死亡した。
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【判旨】
　裁判所は、X�が Aの身体を清潔に保持しなかったことと適切な医療措
置を受けさせなかったとして妻Yとの共同正犯として保護責任者遺棄致
傷罪に問い懲役 3年執行猶予 5年（求刑懲役 4年）に処した。
【研究】
1.�本事案は、乳児を養育する中で妻がパニック障害に罹患して十分な育
児ができない状況下で実父Xの対応を保護責任者遺棄致傷罪に該当する
として責任を問うたケースである。
　近時は、子育ての一環として母親の負担軽減から父親の育児参加を「育
メン」と称して奨励する社会的な風潮があるが、現実にはなかなか定着し
ていない。親たちは、社会的サポートを受けることにより育児のストレス
を軽減し得るにも関わらず自分たちで抱え込んでしまう傾向にあり、その
ような養育環境がネグレクトを惹起する要因となっている。
　本事案は、パニック障害に罹患し乳児の十分な世話のできない妻を抱
え、乳児にも関わりながら育児放棄の発覚を恐れ病院での受診もせず適切
な医療措置を怠り、乳児を死亡させるに至ったケースである。
2.�乳児の死亡結果が惹起されているにも関わらず、検察官はXらのネグ
レクト行為とAの死亡との因果関係が認められないと判断して保護責任
者遺棄致傷罪で公訴提起している。乳児の年齢は不明であるが、約一か月
間のネグレクト行為と死亡時の被害児Aの体重及び身長等と同年齢乳児
との比較で鑑定等に依拠して死の結果の予見可能性を検討したのか不分明
である。
【判例 4】�名古屋高裁金沢支部平成 24 年 7 月 3 日第 2部判決4）

【事実の概要】
　�実父X（36 歳）及び実母Y（39 歳）は、平成 23 年 7 月 25 日午前 10 時
40 分頃から午後 2時 55 分頃までの 4時間 15 分間、パチンコ遊技をしよ
うとして、共謀の上あえて人目につきにくいパチンコ店舗建物から離れた
日除け等がない同店駐車場に眠ったままの長女A（生後約 1年）をチャイ
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ルドシートに固定したままエンジンを停止させ窓を全て閉め切りドアに施
錠して放置した。Aは、大量の汗をかき体温は 40 度以上に上昇し熱中症
により死亡した。
【判旨】
　裁判所は、原審金沢地裁の裁判員裁判体がX及びYを保護責任者遺棄
致死罪で懲役 4年（求刑懲役 4年 6月）に処したのを量刑不当とする弁護
人の控訴を棄却した。
【研究】
1.�親が、子供を駐車中の自動車に残しパチンコ等の遊戯に熱中し死亡さ
せ保護責任者遺棄致死罪に問われる事案はこれまでも度々繰り返し惹起さ
れ、ネグレクトの一つの行為態様となっている。
　原審金沢地裁平成 24 年 2 月 3 日判決は、X及びYが本件犯行前に 2、3
回にわたり本件と同様にAを自動車内に残してパチンコ遊技を行った経
験を根拠に、本件時においてAを車内に放置すればその生命、身体に重
大な危険の生じる可能性があることを認識していたことを不利な量刑事情
とした。5）

　裁判所は、「保護責任者遺棄の罪は、保護責任を負担する者が、自己が
要保護者を保護すべき地位にあることを認識しながら、あえて保護責任を
放棄する行為に及ぶことによって成立するものであり、その結果、生命、
身体を害する結果が生じることまでの認識あるいは意欲していることを要
しないと解されるところ、本件において、被告人Xは、報道等によって、
車内に残された乳幼児が、熱中症等に陥って死亡する事件が生じているこ
とを認識していたと認められる上、本件以前に被害乳児を車内に残してお
いた際に、被害乳児が着替えを必要とするほど発汗していたことがあった
と供述していることからすれば、本件当時の季節、時間帯及び自動車の駐
車場所などに照らし、被告人Xが前記のような状態の自動車内に被害乳
児を一人放置して離隔しておれば、被害乳児の生命、身体に重大な障害が
生じる危険があることは容易に認識し得たものというべきである。した
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がって、被告人両名において、本件犯行前に 2、3回にわたって、本件時
と同様に被害乳児を自動車内に残してパチンコ遊技を行った経験があるこ
とを根拠にして、本件時において、被告人Xが、被害乳児を車内に放置
すれば、その生命、身体に重大な危険の生じる可能性があることを認識し
ていたものと認定し、これを不利な量刑事情とした原判決の懲役 4年の量
刑に不当な点はない。」と判示する。
2.�裁判所は、事件当日の気温が 30 度に達せず曇りがちであったとはい
え、Aの泣き声が外に漏れないように窓を全て閉め切っていたほか、約 4
時間以上の間パチンコ遊技に興じ、一度もAの様子を見に行かなかった
点などを摘示した上で公訴を棄却した。
　裁判所の判断は、ネグレクトの一つの行為態様である車中への子供の閉
じ込めによる被害防止を喚起する上でも妥当な判断である。
【判例 5】�千葉地裁平成 24 年 7 月 10 日刑事第 4部判決6）

【事実の概要】
　実母X（20 歳）は、平成 23 年 1 月頃、家族や交際相手に隠れていわゆ
るデリバリーヘルスのアルバイトをしていた際に客から性交を強いられ、
同年 8月に胎動を感じて産科医を受診した。Xは、医師から「10 月末出産
予定の子を妊娠しておりもはや中絶はできない」と告げられた。Xは、客
の子を妊娠したと確信したが、アルバイトで誰とも知れない父親の子を妊
娠したことを家族等に知られることをおそれ、出産が間近に迫っても妊娠
の事実を誰にも告げずに隠し続けていた。Xは、10 月 20 日午後 9時 42
分頃から 10 時 36 分頃までの間、千葉市内のコンビニ店女子便所内におい
て女児Aを出産した。Xは、とっさに出産の事実を隠すほかないと考え、
便所内に設置された生理用品等が捨てられた蓋付きゴミ箱内側に備え付け
られたビニール袋内にAを入れ、袋の口を固結びにした上で床の血の汚
れを拭いて身支度を整えてから一人で歩いて姉が待つ車に戻り同店を立ち
去った。Aは、女性客が便器近くの床の血の汚れに気付き店員の連絡を
受けて駆け付けた警察官により発見された。Aは病院に救急搬送され体
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温が 20 度台半ばで重度の低体温状態であった。
【判旨】
　裁判所は、XのA放置行為に殺人の実行行為性を認めた上で殺意を認
定し、Xを懲役 2年 6月（求刑懲役 4年）に処した。
【研究】
1.�裁判所は、殺人の実行行為性について「本件犯行の危険性を行為時に
立って検討すると、女児は、本件犯行によって、窒息死し又は低体温症が
原因となって死亡に至る危険があった上、ビニール袋に入れられたままゴ
ミとして処分される過程で押しつぶされるなどして死亡するおそれもあっ
たものと認められる。」と判示する。
　裁判所は、Xの行為について保護責任者遺棄罪ではなく殺人未遂罪と判
断した理由について「判示行為には、女児の生存に必要な保護をしないと
いう不作為も含まれているが、親は子を保護する義務を負っている上、被
告人自身が女児をゴミ箱のビニール袋内に隠して、その生命に対する危険
を生じさせるとともに、他者による女児の早期発見が困難な状況を作出し
たこと等に照らすと、被告人には、女児の生存に必要な保護をすべき法律
上の義務があり、かつ、その被告人が女児をビニール袋内に放置してその
保護のための措置を何らとらないことは、作為によって人を殺す行為と同
視できるというべきである。」として構成要件的同価値性を判示する。
　裁判所は、Xの殺意について「被告人は、便器に産み落とした女児を持
ち上げた際に、女児が手指を動かし、小さな声を出しているのを確認した
にもかかわらず、自らの手で、濡れて裸のままの女児をゴミ箱のビニール
袋内に入れて袋の口を固結びにした上で、その場を立ち去って放置してい
るのであるから、少なくとも、被告人には女児が死亡するかもしれないと
の認識があったものと推認される。また、被告人は、本件の約 2か月前に
妊娠していることを知ったにもかかわらず、周りの誰にもこれを知らせ
ず、出産、育児の具体的な準備も一切しないまま出産予定時期を迎えてい
る上、犯行後女児が発見されたことを報道で知るまでの間も、妊娠を疑っ
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ていた姉に対して嘘のメールを送信するなどして妊娠及び出産の事実を隠
し続けており、犯行の前後を通じて、妊娠及び出産を隠すことを子の生命
よりも優先させていたことが見て取れる。以上によれば、被告人は、自ら
の行為によって女児が死ぬ危険性があることを認識しながらも、出産の
事実を隠すためにはやむを得ないと考えて犯行に及んだものと認められ
る。」と判示する。
2.�A は、平成 23 年 10 月 20 日午後 10 時 36 分頃、コンビニ店女子便所便
器内に産み落とされ、Xによって羊水、血液や便器の水で濡れた体を拭か
れただけで 17 度弱の外気と大差ない便所にあったゴミ箱ビニール袋内に
裸で濡れたまま放置された。同女子便所は翌朝 6時まで清掃予定がなく、
同夜勤務していた店員はすべて男性で夜間の女子便所の利用頻度も高いと
はいえない状況で、たまたまトイレを利用した女性客から店員への連絡で
発見され、病院へ救急搬送され、Aは一命を止めた。入院時のAの体重
は、2800 グラムであった。7）

3.�裁判所は、量刑理由において妊娠の経緯について「被告人は、兄姉の独
立後に父親が難病にり患したため就職時から給料のほぼ全額を両親に渡し
てその生活を支えてきたところ、小遣い欲しさから始めた上記アルバイト
中に判示のとおり望まない妊娠をしてしまい、その事実を家族等に打ち明
けられず、同人らに妊娠に気付いてもらえることもないまま、一人きりで
問題を抱え込み現実から逃避し続ける中で、予期せず本件女子便所で出産
するに至ってとっさに犯行に及んだものとみられる。」と判示し、犯行後
のXの行動について「翌日の報道で女児の生存を知るまでの間、女児の救
護に向けた行動を一切とっていないばかりか、その後逮捕されるまでの 1
か月余りの間も、妊娠出産の事実がなかったかのように平常どおりの生活
を送り、望まぬ妊娠ひいては本件犯行の原因となったデリバリーヘルスの
アルバイトをも続けていた」と判示し、犯行の重大性や自らの問題点等を
十分に認識した上で内省を深めているとはいい難いとして実刑判決の理由
を摘示する。
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【判例 6】�岡山地裁平成 24 年 8 月 1 日第 2刑事部判決8）

【事実の概要】
　実父X（21 歳）は、ホストクラブ従業員として午後 9から 10 時頃に出
勤し、早朝に帰宅し、実母Y（22 歳）は、パチンコ店従業員として午前 7
時頃か午後 3時頃に出勤していた。9）

　X及びYは、平成 23 年 6 月以降、2人の勤務時間の都合から長女A（当
時 1歳 6か月）を連日数時間にわたり室内で 1人にすることが常態化して
いた。7月以降、Yは、家事や育児をする気力を失い、もともと家事や育
児をY任せにしていたXもAの面倒をきちんと見たり、室内を片付けた
りすることがなくなりAの成育環境は次第に悪化していった。7月末頃
には、X及びYは、Aに紙おむつのみを着用させた状態でたばこの吸い
殻、食べ物のかす、排せつ物等が散乱するなど衛生状態が劣悪な室内でお
むつ交換するのみで身体を清潔に保つことなく放置した。X及びY両名
は、8月上旬頃、Aが皮膚炎やおむつかぶれによるただれが悪化し、せき
込み、発熱、おう吐など体調異常をうかがわせる症状が発現しているのを
認識しながら、Aの体調を継続的に観察し、適時適切に医師の診察を受
けさせることもなかった。8月 10 日夕、Xは、「子供が呼吸していない」
と 119 番通報し、駆けつけた救急隊員はAが既に死亡しているのを確認
した。Aの死因は、呼吸器感染症であった。
【判旨】
　裁判所は、X及びYのA放置行為による死亡結果に対して保護責任者
遺棄致死罪の共同正犯に該当するとして両名を懲役 6年（求刑懲役 7年）
に処した。
【研究】
1.�X 及びYのA養育状況は、コンビニで購入した寿司、ジュース等の食
事や水分を与え、発熱した際には解熱剤を投与するのみで、真夏の暑い時
期にもクーラーの設置されていないゴミ等の散乱する部屋に一人連日数時
間も放置していた。Aは、たまった糞便で全体が変色し、中にかびが生え
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た紙おむつを着用したままごみの中で死亡していた。
　平成 23 年 6 月以降、X及びYの夫婦関係は悪化し、Yは家事や育児を
する気力を失い交際相手らと頻繁にメール交換をしていた。Yは、実母
の援助の申し出を拒絶した。X及びYは、Aの皮膚症状の悪化や体調異
常を目の当たりにしていながら、医師の診察を受けさせることもなくA
を死亡させた。
2.�本事案は、実父（21 歳）及び実母（22 歳）という若年夫婦の未成熟さに
起因する生後 1歳 6か月の長女の養育を怠たり死亡させたネグレクトケー
スである。Aの母子手帳には、1カ月検診受診後、定期検診の受診記録は
記載されていなかった。平成 22 年 4 月、X及びYは、急性咽頭炎に罹患
したA（生後 2カ月）を岡山市内の総合病院に入院させ、病院が引き留め
たにも拘らず 3日目に「自分たちで面倒をみる」として退院させた。平成
23 年 5 月、Aを預かっていた母方祖母が皮膚の治療のため、鳥取県倉吉
市内の病院に連れていった。以後、Aには、医療機関での受診記録がな
い。Yは、パチンコ店従業員として就業した平成 23 年 2 月からAを保育
園に通わせたが、経済的事情から 6月上旬に退園させた。
　Yの周囲には、Aの育児をサポートする母親や祖母がおり、死亡する 3
カ月前には祖母のもと倉吉市内で養育されていた。Yの母親は、Aのサ
ポートの申し出をYに拒否されたが、X及びYの仕事の状況を把握して
Yの家を訪問する等してより濃密な介入をしてAの養育状況を確認する
方法があったと思慮される。また、保健所は、Aの 1カ月検診後の定期
検診の受診記録がない状況を把握して養育環境を調べることも可能ではな
かったのか。関係者の濃密な介入が、Aの死亡という最悪な結果回避の
唯一の方法であったと思慮する。
【判例 7】�千葉地裁平成 24 年 9 月 20 日刑事第 1部判決10）

【事実の概要】
　実父X（39 歳）は、実母Y（28 歳）と共謀の上、平成 22 年 10 月頃から
平成 23 年 5 月 25 日までの間、長男A（当時 2歳）及び二女B（当時 5歳）



近時の裁判実務における児童虐待事案の刑事法的一考察（3）

（11）276

に十分な栄養を与えず、特に、平成 23 年 4 月頃以降、適切な医療措置を
受けさせずAを 5月 26 日午後 5時 46 分頃、柏市内の入院先の大学附属
病院で低栄養に基づ飢餓により死亡させ、Bを入院加療 36 日間を要する
栄養失調に陥らせた。
【判旨】
　裁判所は、XとYが適切な医療措置を受けさせないことについて暗黙
のうちに相互に意思を通じていたとして、Aに対する保護責任者遺棄致
死罪及びBに対する保護責任者遺棄致傷罪の共同正犯としてXを懲役 9
年 6月（求刑懲役 12 年）に処した。なお、Yは、他の裁判体で懲役 7年（求
刑懲役 10 年）に処された。11）

【研究】
1.�X 及び Yの家族構成は、長女（当時 6歳）二女B（当時 5歳）長男A（当
時 2歳）の 5人家族である（三女は死亡）。Xは、乳児に対しても体罰が必
要であるとの育児方針を固守しYとの口論の結果、平成 22 年 10 月頃以
降、A及び Bの養育に関わらないことをYと合意した。Xは、A及び B
の生活していたベビーベッドを自宅 6畳和室に移動させ、A及び Bを同
室に閉じ込めた。なお、Xは、平成 22 年 10 月頃までA及び Bを入浴さ
せることがあった。
　Yは、平成 22 年 3 月から飲食店での夜勤（通勤時間を含めて 1日平均
約 9時間ないし 13 時間を要する勤務で、1か月間に 19 日から 30 日出勤）
に出るようになり、A及び Bの養育にかけられる時間や体力が相当程度
制約された。Yは、Aに対し多くて 1日 2回粉ミルク中心の食事を短時
間で与えるのみとなった。
　Bの成育状況は、2歳頃から言語能力、運動能力の発達に遅滞があり、5
歳を過ぎた平成 22年 10 月頃にも二語文程度しか話せず、歩行も不安定な
状態であった。Aの成育状況は、2歳を過ぎた同年 10月頃も言葉を発せず、
歩くことも、立つことも、はいはいすることもできない状態であった。
　平成 22 年 10 月頃以降、A及び Bの起居する和室から悪臭がするよう
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になり、平成 23 年 4 月頃以降、和室から泣き声や生活音が聞こえなく
なっていた。
2.�Xは、Yの飲食店での夜勤のハードなスケジュールとA及びBの育児状
況を知りつつも、A及びBのみを自宅に残し、連日のように長女と長時間
外出していた。Xは、Yとの合意でA及びBの育児は全てYがすること
になっていたとはいえ、親権者としてA及びBの起居する和室からの悪臭
や泣き声や生活音が聞こえない状況に対応し、健康や生命を危うくしかね
ない事態の発生を予期し適切な医療措置を受けさせる義務を負っている。
　他方、Yは、自分達の生活環境ではA及び Bの養育は困難と考えXに
二人を児童相談所に預けたいと相談したが拒否され、関係機関等に援助を
求めることも出来ずに最悪の結果を招来してしまった。死亡時のAは、6
か月児の平均体重にも満たず、大腸内の便のほとんどは段ボールなどの紙
片やプラスチック片等の異物が占め腸閉塞状態であった。
　なお、家族構成は、下記の通りである。

X 39 歳

AＢ

Y 28 歳

2 歳5 歳6 歳

3.��Aの餓死及びBの栄養失調による入院加療 36日の結果は、XのA及び
B両名への親権者としての養育義務放棄とXに依存し過ぎたYの外部への
SOS発信頓挫が要因である。裁判所のXへの責任判断は、正当である。
【判例 8】�名古屋地裁岡崎支部平成 25 年 6 月 17 日刑事部判決12）

【事実の概要】
　実父X（49 歳）及び実母Y（39 歳）は、長女A（当時 4歳）が平成 23 年
12 月頃に風邪を引いてから、食事量が減少して充分な栄養を摂取できな
くなり、平成 24 年 4 月頃には低栄養状態に陥り、歩行も困難になったこ
とを認識していた。X及びYは、9月 20 日までの間、Aに充分な食事を
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摂取させたり、適切な医療措置を受けさせず放置し、20 日午後零時 34 分
頃搬送先の病院で衰弱死させた。
【判旨】
　裁判所は、XとY両名を保護責任者遺棄致死罪の共同正犯として両名
を求刑通り懲役 6年に処した。
【研究】
1.�X 及び Yの家族構成は、長男（7歳）、長女A（当時 4歳）の 4人家族で
あり、Xは派遣社員でYは無職である。死亡時のAは、肋骨の変形や諸
臓器の萎縮等を伴う極度に痩せ細った状態で、4歳女児の平均体重 15kg
前後に対し、約 8kg しかなかった。13）

　長男及び長女は、外遊びや他の子供との交流などをさせられずに家の中
に事実上閉じ込められていた。
2.�A は、市が定期的に実施している 4カ月、1歳 6カ月、3歳時健康診断
を一度も受診していなかった。市は、登録された住所に受診票を送付した
が戻ってきたので、市職員が少なくとも平成 20 年に 2回、平成 21 年に 1
回、訪問したが接触できず、携帯電話もつながらない状態で、登録された
住所は現住所と違っていた。行政機関は、被害児家族に一定のアクセスを
しているが住居確認がなされず有効な対応ではなかった。
　また、X及びYは、金銭的理由でAを病院に連れて行けなかったと供
述しているが、Xの月収は寮の家賃や社会保険料などを除いて手取り 20
万円前後である。また、豊橋市は平成 16 年 4 月に未就学児の医療費を公
費で全額負担する医療費助成制度を導入し、市の窓口で「受給者証」の交
付を受け、医療機関を受診する際に提示すれば、患者負担が免除される。
Aは、平成 20 年 7 月に受給者証の交付を受けていた。
3.�本事案は、一定の行政サービスを受けながら両親の長女への無関心に
起因する育児放棄で死亡に至ったケースである。両親を求刑通り懲役 6年
に処した裁判所の判断は、妥当である。
【判例 9】�大津地裁平成 25 年 11 月 6 日刑事部判決14）
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【事実の概要】
　実母X（28 歳）は、日頃から十分な食事を与えないなど三男A（当時 1
歳 7か月）の育児を疎かにしていた。平成 23 年 6 月 24 日朝、Aは、39 度
を超える高熱を出し、その後も 37 度台の熱で痰が絡んだ咳をし続け、呼
吸が荒くボーッとして辛そうな様子で、食事も通常より少ない量しか取ろ
うとしなかった。Xは、Aを病院に連れて行くのが面倒くさいと考え受
診させず、26 日午後 2時頃、自宅においてAを気管支肺炎により死亡さ
せた。
【判旨】
　裁判所は、Xに対しAに適切な医療措置を受けさせなかったとし保護
責任者遺棄致死罪の成立を認め懲役 5年（求刑懲役 8年）に処した。
【研究】
1.�裁判所は、以下の事実を認定する。
（1）�Aの体重は、1歳時の平成 22 年 11 月 10 日に 7750 グラムであったが、
その後減少し、一時増加したこともあったが、平成 23 年 6 月 10 日には、
7か月前と同じ 7800 グラムに戻り、低体重で栄養が不足した状態であっ
た。
（2）�Aは、23 日から咳が出て熱っぽくなり、24 日には気管支肺炎を発症
した。そして、栄養不足の状態にあったため、気管支肺炎は急速に重篤化
した。
（3）�Aは、同日朝には 39 度 3 分ないし 4分の熱を出し、同日夕方には 37
度台に下がったが、死亡する 26 日まで 37 度台の熱が続いていた。24 日
からは痰が絡んだ咳をし、翌日からは呼吸が困難になり息が荒くなり意
識の障害によりボーッとするなどといった症状も出て、そのような症状
は 26 日まで軽減することなく続いた。その間、Aの摂取した食事の量は、
普段より少なく、辛そうな状態であった。Xは、このようなAの症状や
状態を認識していた。
（4）�Aは、脱水状態に陥っており、そのため、目がくぼんだり肌や唇が
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乾くといった症状も出ていた。
（5）�26 日、Aは、午前中に食事を取った後昼寝したが、午後 2時頃、気
管支肺炎により死亡した。死亡時、Aの体重は、7200 グラムまで減少し
ていた。
　弁護人は、①本件時のAの状態は、普通の人であれば、医師の診療を
受けなければ病状が悪化するなどして生命、身体が害されるかもしれない
と考える状態に至っていなかったから、Xの行為は保護責任者遺棄致死
罪における「生存に必要な保護をしなかった」との構成要件に該当しない、
②Xは、Aの状態が生命、身体が害される状態であると認識していなかっ
たので故意はない、との 2つを争点とする。
　裁判所は、争点①について「24 日朝に高熱を出して以降、Aを病院に連
れて行くなどして適切な医療措置を受けさせなかった被告人は、Aに対
してその生存に必要な保護をしなかったというべきである。」と判示する。
争点②については、「被告人においても、Aが医師の診療を受けなければ
病状が悪化するなどして生命、身体が害されるかもしれない状態にあると
認識していたことが認められる。」と判示し、保護責任者遺棄致死罪の故
意を認める。
　なお、裁判所は、捜査段階でXの精神鑑定を行った医師の公判廷での
供述を引用してXの責任能力について「被告人は本件前の 3月頃から軽症
うつ病エピソードに罹患しており、知的能力は境界知能（正常下位）にあ
ること、軽症うつ病エピソードに伴う倦怠感による観察不足や知的能力の
低さがAの危険性の過小評価に影響を与えているものの、その程度は小
さく、むしろ、被告人の自己本位で責任感が希薄な性格傾向、共感性・想
像力が乏しいといった心理的発達の特性等の影響が大きいこと、また、軽
症うつ病エピソードに伴う易疲労感・倦怠感のために、Aを病院に受診さ
せるなど適切な処置をとることが多少困難となった可能性があるものの、
その程度は大きくはなかった。」と判示してXに完全責任能力を認める。
2.�X は、平成 20 年に離婚し、平成 21 年から生活保護を受け、長男、二
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男、三男と生活していたが、平成 21 年 9 月長男が自宅ベランダから誤っ
て転落死した（当時 4歳）。なお、Xには長男の前に生後間もなく病死し
た子がいる。Xは、長男の死後気持ちを引きずって育児や家事もやる気
が起きなくなってしまうことがあり、チャットに癒やしを求め昼夜逆転の
生活を過ごしていた。
　平成 21 年 6 月、二男の 3歳半検診で、オムツが交換されていないこと
に気づいて、家庭相談員が月に 1回家庭訪問を実施している。
　平成 23 年 4 月からは、保育所の保育士が、二男（6歳）の通園の迎え
にX宅に来ている。6月 24 日朝、保育士は、三男Aの 39 度超の高熱に
気付き、病院に連れて行くよう促し、夕方確認に訪れると、Xは「熱は下
がった」と答えた。15）

　Xには、家庭相談員の訪問や保育士の二男送迎等のサポートがなされ
育児に孤立せず社会との接点はあったものの、X自身はチャットという仮
想空間での生活が主となり子どもの成育への関心を喪失していた。
3.�大阪高裁平成 26 年 6 月 3 日第 1刑事部判決は、弁護人の事実誤認及び
量刑不当の主張を排斥し、控訴を棄却した。16）

【判例 10】�津地裁平成 25 年 12 月 18 日刑事部判決17）　���
【事実の概要】
　実母X（45 歳）は、平成 24 年 3 月、予定日より早く長男Aを帝王切開
術で出産した。Aは、未熟児のためNICUに入りXの退院後も入院を継
続していたので、Xは退院後も母乳を搾乳して週に 1回程度、Aに会いに
病院を訪れていた。Xは、出産後、心療内科を受診し、産後うつ病と診
断され、5月頃には重度の産後うつ病で育児不能と診断された。病院から
退院したAは、6月 29 日から乳児院に預けられた。Xは、8月頃、長女
の世話をすることも難しくなり療養のため富山の実家に帰省した。Xは、
Aと接すれば愛着が湧くと考え、夫の休暇にあわせて乳児院からAの外
泊許可をもらい、同月 12 日から 16 日までの間、Aを自宅で預かること
にした。
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　8 月 16 日午後 2時 51 分頃、Xは、桑名市内のパチンコ店駐車場におい
て炎天下であるにもかかわらず同所に駐車した自動車のエンジンを切り全
ての窓を閉めたままドアを施錠した状態で長男A（当時生後 5ヵ月）を同
車後部座席に設置されたチャイルドシート上に着座させたまま立ち去り、
同日午後 5時 23 分頃までの間、放置してAを窒息死させた。
【判旨】
　本事案は、重度の産後うつ病に罹患する実母Xの長男A遺棄行為につ
いて責任能力が争点となった。
　裁判所は、「被告人は、同児がいる限り、うつ病が治らず苦しみ続ける
という思いと、同児を愛したい、同児がかわいそうだという 2つの思いの
中で葛藤していたものの、結局、同児がいる限り、うつ病が治らず苦しみ
続けるという考えから抜け出すことができなかったものであって、そのよ
うな考えは、証人が指摘するような単なる将来への悲観にとどまらず、産
後うつ病の影響を著しく受けた病的で異常な思い込みであると認めるの
が相当である。」と判示し、「本件犯行当時、自分のしようとしていること
が良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って自分の行動をコント
ロールすることができる能力を欠いていたとまではいえないものの、自分
のしようとしていることが良いことか悪いことかを判断し、その判断に
従って自分の行動をコントロールすることが著しく困難であったと認める
のが相当である。」としてXを心神耗弱と認定し、懲役 3年執行猶予 5年
（求刑懲役 5年）に処した。
【研究】
　裁判所は、責任能力の判断に際し、急いで出生届を提出したためAに
「いい名前をつけてあげたかったのに失敗しちゃった。」と考え、納得のい
く名前に変更したいと思い悩み、夫に相談していた事実、料理の献立が思
い浮かばなかったり、料理の味が分からなくなったりし、また、十分に寝
ることもできず、食欲が減退した事実、Aが乳児院に預けられたことで、
「赤ちゃんがどんどん遠くにいっちゃう。」などと感じ、また、Aと日頃接
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することができず自分の子であるとの実感をますます持てなく愛情がわか
ないことに思い悩み、Aを自宅で預かった際、夫や長女がAと接して喜
んでいるのに、同人らと同じように喜べず、さらに落ち込み、気力がわか
ない状態、Aがいる限り、うつ病は治らない、この苦しみが続いていく、
などと思うようになり、8月 14 日には、寝ているAの鼻と口を塞いだり、
首を絞めるなどの行為に及んだが、Aの苦しむ様子を見て思いとどまった
事実、Aを里子に出すことを相談した際に夫から「犬猫以下だ。」などと言
われて反対され、また離婚の話も出て、家族が引き裂かれるような思いを
抱き、翌 15 日には、同児と無理心中することも考えるに至った事実、う
つ病の影響で動けずに横になっていたところを夫から「本当に何もできな
いんだね。」などと言われ、自分は本当に一生このままなんだと落ち込ん
でいた事実等重度の産後うつ病患者の精神状況及び行動態様を把握し、的
確な事実認定を行っている。
　産後うつ病（Postnatal�Depression）は、産後 2から 4週後に褥婦の
12.8% に発症する急激な精神疾患である。18）

　周囲は、産後うつ病の罹患率等適切な情報を共有して褥婦をサポートす
る必要がある。本判決は、医学的知見及び対処法についての理解を踏まえ
適切な家族内での更生を科した適切な判断である。
　産後うつ病の近時の事案としては、広島地裁平成 26 年 7 月 1 日刑事第
1部判決がある。19）　同判決は、被告人は完全責任能力の状態にあると認
定し、殺人罪を適用し求刑通り懲役 7年に処している。
【判例 11】�東京地裁平成 26 年 2 月 10 日刑事第 10 部判決20）

【事実の概要】
　実父X（30 歳）及び実母Y（28 歳）は、平成 22 年、自宅でYの出産した
長女Aを裸のままセーターと毛布にくるんで早朝他家の玄関前に置いて
立ち去った。両名は、翌平成 23 年、二女 Bの出産当日、裸のままサマー
セーターとバスラップにくるんで夜間人気のない公園内ベンチ上に置いて
立ち去った。
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【判旨】
　裁判所は、X及びYをA及び Bに対する保護責任者遺棄罪の共同正犯
として両名を懲役 3年（求刑懲役 4年）に処した。
【研究】
1.�早朝他家の玄関前に置き去りにされたAは、発見時体温が 34 度前後の
高度低体温の状態であった上、高血糖症や菌血症にも罹患していたが一命
を止めた。夜間人気のない公園内ベンチ上に置き去りにされたBは、発
見時呼吸数や脈拍数が通常の新生児の半分以下にまで落ちて全身冷感状態
であったが一命を止めた。
　本事案は、発見が少しでも遅れれば、両名とも死亡していた危険性の高
い遺棄行為のケースである。
2.�X 及び Yは、長男の死亡の際には遺体を空き地に遺棄した過去があり、
長女や二女の出生届を提出すると長男の死体遺棄行為が発覚して逮捕され
るなどと考えていた。無職のXと風俗店従業員Y両名は、養育の自覚と
生活基盤が不安定なままに避妊することなく長男、長女及び二女を出産し
ては遺棄する行為を繰り返している。
　Yは、出産した子を自分で育てたいとXに言っても受け入れられず、
説得されて保護責任者遺棄罪の共同正犯として行動を一にしている。
　社会性の未成熟な両親による無計画出産に起因するネグレクトは、当事
者にとり何等の解決にもならず単なる問題の先送りに過ぎない。
【判例 12】�奈良地裁平成 26 年 2 月 20 日刑事部判決21）

【事実の概要】
　実母X（22 歳）は、長女A（当時 1歳 3か月）の親権者として、平成 24
年 3 月 31 日頃から 7月 21 日までの間、奈良県磯城郡の自宅において、A
に十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせることもなく放置し
た。
　Xは、7月 18 日頃から 21 日までの間、自宅においてAの頭部を殴打
する暴行を加え、頭蓋骨多発骨折を伴う頭部打撲等の傷害を負わせた。A
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は、同年 8月 22 日、救急搬送先の橿原市内のC病院において脳挫傷及び
右硬膜下血腫により死亡した。
【判旨】
　裁判所は、XをAに対する保護責任者遺棄罪及び傷害致死罪で懲役 7
年（求刑懲役 12 年）に処した。
【研究】
1.�本事案は、ネグレクト及び身体的虐待の併存ケースである。裁判所は、
公判前整理手続において、争点整理を行い、①ネグレクトに関し、Xが
Aに十分な食事を与えていたかどうか、②XはAが低栄養状態に陥って
おり、医療を受けさせる必要があったことを認識していたかどうか、③身
体的虐待に関し、XがAの頭部に対する暴行を加えたかどうかの 3点を
挙げる。
　裁判所は、争点①についてAの出生時平成 23 年 4 月 24 日から看護師
の家庭訪問した平成 24 年 3 月 30 日までの医療機関等の受診状況及び対応
状況とAの体重記録に基づき遅くとも平成 24 年 3 月 30 日頃（6400g）か
ら同年 7月 21 日（5500g）までの間、Aに十分な食事を与えていなかった
と認定する。22）

　裁判所は、争点②について平成 24 年 3 月 15 日 C病院でAの診察を担
当したK医師の「Aの体重が伸びていない、栄養が取れていないことが考
えられたので、ご飯をしっかり食べさせる必要がある、定期的に検診等を
受ける必要がある旨告げた」との公判廷供述及び同月 30 日に X方を訪問
した保健師Nの「今回は体重は増加しているが、長期的に見ると体重の伸
びが余り良くなく、このまま放置するとAの身体に問題が起こる可能性
があるので、できるだけ早期に病院に行って調べてもらうように言った、
その際、食事の与え方や内容、食事量につき指導をした」との公判廷供述
から、XがAに医療措置を受けさせる必要があったことを認識していた
と強く推認できると判示する。
　裁判所は、争点③について事件性及び犯人性の視点から検討する。裁判
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所は、Aの治療を担当した救急搬送先C病院小児脳神経外科Q医師のA
の死因となる急性硬膜下血腫等を生じさせたAの頭部の少なくとも 7箇
所の骨折について、「Aの頭部に加えられた外力は、人為的なものと認め
られ、その外力は平成 24 年 7 月 18 日頃から同月 21 日午後零時前後頃ま
での間に加えられたものと認められる。」との公判廷供述から事件性を認
定する。
　裁判所は、夫Y（27 歳）を犯人とする弁護人及びXの主張をYの供述
及びXのメールの交信記録を基に排斥する。23）�
2.�X の家族構成は、夫Y（27 歳）、長男（2歳）、長女A（1歳 3か月）、二
男（0歳）の 5人暮らしである。X及びYは、事実婚であるが 3人の子ど
もは実子である。24）�
　本事案は、搬送先の病院から奈良県中央こども家庭相談センターに虐待
通報されたケースである。
　裁判所は、Xの動機について量刑理由において「被害児の妊娠中に内縁
の夫が被告人の実妹と浮気をしたとの思いなどから、出産当初から同児に
対する愛情が乏しかった。その上、同児はなかなか泣きやまないなど手が
かかる子であった。同年 2月には次男を出産し、3人の乳幼児を抱えるこ
とになって、育児や家事の負担が増大したが、思うように内縁の夫の協力
が得られなかった。」とし、「同児に対する暴力は、うっ積したストレス等
を背景とする衝動的なものであったと推察される。」と判示する。
　風俗店従業員であるX（22 歳）及び土木作業員であるY（27 歳）夫婦は
年子の 3人の子どもを持つが、Yの暴力的傾向から夫婦間で十分なコミュ
ミケーションのとれない家庭環境にあったと思慮される。また、Aの育
児については、Xの実家の母、姉、祖母による一時預かりと保健師の介入
で一定のサポートを得ていたが、夫の協力は不十分であったと言わざるを
得ない。
　裁判所は、各争点に関し詳細な事実認定をし、裁判員との十分な評議を
尽くして妥当な判断を導いている。
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【判例 13】�鹿児島地裁平成 26 年 6 月 20 日刑事部判決25）

【事実の概要】
　Xは、平成 25 年 2 月 12 日未明頃、鹿児島市内の父親方 2階トイレ内
で女児Aを出産した後、直ちにAを抱きかかえてトイレ隣の自室に戻っ
た。Xは、Aを出産した事実を家族に知られることを恐れ、Aを自室内
に放置し、13 日頃から 15 日頃までの間にAを栄養不良による衰弱によ
り死亡させた。Xは、Aの死体をバスタオルや新聞紙で包み、バッグに
入れて自室のクローゼット内に隠匿した。
【判旨】
　裁判所は、XをAに対する保護責任者遺棄致死罪及び死体遺棄罪で懲
役 3年執行猶予 4年（求刑懲役 4年）に処した。
【研究】
1.�本事案の争点は、平成 25 年 2 月 12 日午前 11 時頃以降の時点でＸがA
の生存を認識していたか否かである。検察官は、14 日午前 11 時過ぎ頃の
Xによる乳幼児の受入先に関するインターネットサイトの閲覧履歴を根
拠に、XがAの生存を認識していたと主張する。裁判所は、数分間なさ
れた同サイトの閲覧理由をXの悪化した体調や不安定な心理状態等及び
「産まれた当初から弱々しかった被害児が、その約 8時間後の同月 12 日
午前 11 時頃には、全く動かず、息もせず、バスタオル越しに冷たくなっ
ていたことから、死亡したと考えた」とのXの供述から、XがAの生存
を認識していたとの検察官の主張を否定した。
2.�判決文からは、A出産に至る背景事情等は不明であるが、裁判所は、X
の性格について「家庭で厳格に育てられたり、いじめにあったりしたこと
などで、他人の評価を異常に気にする性格となってしまい、家族に出産の
事実を知られることを非常に恐れたからであり、犯行やその前後の行動
は、現実に向き合わない、その場しのぎのものであった。」と判示する。
　Xが妊娠の事実を家族に相談できず父親方のトイレでの出産の事実か
らは、母親の存在は希薄であり、家族関係の在り方にも問題が内在すると
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思慮される。裁判所は、Xの更生可能性を検討する中で「保釈後、被告人
とその家族が専門機関で治療を受けており、問題に対処しつつある。」と
判示する。
　本事案は、出産直後に遺棄したXの行動そのものの罪責が問われてい
るが、家族関係の再構築を含めてXの更生に配意することが重要である。
　裁判所は、保護責任者遺棄致死及び死体遺棄との事実に引きずられるこ
となくXの性格や家族関係にも十二分の評議を尽くしている。裁判所の
判断は、妥当である。
【判例 14】�宮崎地裁平成 27 年 9 月 18 日刑事部判決26）

【事実の概要】
　実母X（27 歳）は、平成 26 年 3 月頃から同居人Y（27 歳）に生活費等を
支払う見返りに長男A（当時 2歳）及び二男B（当時生後約 5か月）の育児
をYと共同して行なうようになった。その後、Xは、昼間パチンコ店で
も働くようになり、同店従業員と交際を始め、4月頃からは外泊を繰り返
しBにほとんど授乳を行わなくなった。Yは、5月頃、Xへの不満などか
らBを自宅に放置したまま長時間の外出を繰り返すようになり、経済的
な見返りも不十分であったので同月 31 日から夜間飲食店に働きに出るよ
うになった。
　X及びYは、外泊や外出など各自の都合を優先し、5月 31 日から 6月
15 日頃までの間、Bを自宅に放置し低栄養に基づく飢餓により死亡させた。
【判旨】
　裁判所は、X及びYを Bに対する保護責任者遺棄致死罪でXを懲役 5
年、Yを懲役 4年 6月（求刑被告人両名に懲役 5年）に処した。
【研究】
1.�X 及び Yは、Bに対する保護責任者遺棄致死罪の共同正犯とすること
については争いがない。争点は、共謀の成立時期とBの死因であった。
　裁判所は、共謀の成立時期についてX及びYの在宅状況とYが 2か月
間働いた後にX宅を出て行く旨をXに伝えた事実等に基づき 5月 31 日
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と認定した。
　裁判所は、Bの解剖医の「既に 6月 15 日の時点で、被害者が飢餓により
いつ死亡してもおかしくないほどにその危険が切迫していたといえる上、
被害者の月齢等に照らすと、被害者が毛布をどけるなどの窒息に陥るよう
な状況を自身で回避できなかったのは、飢餓による高度な低栄養状態によ
り体力が極端に低下し、反応できなかったためであると考えられ、仮に被
害者が死亡に至る直近において窒息がその死期をやや早めた可能性は否定
できないとしても、本件においては、種々の所見を総合的にみて、高度の
低栄養に起因する飢餓による死亡であると判断できる」との供述に基づい
て、Bの死因を高度の低栄養に起因する餓死と認定した。
2.�X は、平成 25 年夏頃から都城市内のキャバクラ店から居住先として貸
与されていた部屋で長男A（当時 1歳）とYとの 3人の共同生活を始め
た。Xは、平成 26 年 1 月頃キャバクラ店の客との間にできた二男Bを出
産し、Yの協力のもと自宅で養育していた。Xは、夜のキャバクラ勤務と
昼間のパチンコ店勤務及び同店店員との外泊を繰り返していた。Xは、4
月頃からBへの授乳を殆どせず、Bの養育はY一人に委ねられていた。
　B死亡発見の経緯は、6月 17 日午後 2時頃、2日ぶりに帰宅したYが
発見し、Xに連絡した。帰宅したXは、警察にBの死亡を通報した。B
の発見時の体重は、3kg であった（生後約 5か月男児の平均体重は 6から
9kg である）。27）�Y が外出し、Xが外泊していた留守中の約 2週間の部屋
の状況は、「ごみが散乱し悪臭が漂うような不衛生極まりない部屋」であ
り、長男A（2歳）は二男B（生後約 5か月）が餓死する状況を目の当りに
していた。
　本事案は、長女（3歳）及び長男（1歳）を遺棄し、殺人罪に問われた前掲
【判例 2】大阪地裁平成 24 年 3 月 16 日第 2刑事部判決と同様に部屋の散乱
した状況である。
【判例 15】�横浜地裁平成 27 年 10 月 22 日第 1刑事部判決28）

　本事案は、身体的虐待として既に拙稿「近時の裁判実務における児童虐待
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事案の刑事法的一考察（1）」において考察しているので参照願いたい。29）

【判例 16】�大阪地裁平成 27 年 11 月 30 日第 2刑事部判決30）

【事実の概要】
　平成 25 年 4 月 15 日、実母X（19 歳）は、Y（22 歳）と婚姻して茨木市内
の自宅において先天性ミオパチーで発育の遅れていた長女A（当時 3歳 10
か月）と 3人で同居していた。Yは、同月 24 日 Aと養子縁組をした。平
成 26 年 4 月頃、Xは、Yと共謀して栄養不良状態に陥っていたAに 6月
中旬頃までの間、十分な栄養を与えないと共に適切な医療措置を受けさせ
ず同月 15 日、自宅において低栄養に基づく衰弱により死亡させた。
【判旨】
　裁判所は、「被告人において、被害者が十分な栄養を与えられていない
状態（生存に必要な保護として、より栄養を与えられるなどの保護を必要
とする状態）にあったと気づいていたと、常識に照らして間違いなくいえ
るだけの立証が検察官によりなされているとは認め難い。」とし、「被告人
に対する本件公訴事実については、犯罪の証明がない」と判示し、無罪を
言渡した。
【研究】
1.�裁判所は、争点を①被害者が、十分な栄養を与えられなかったために
低栄養に基づく衰弱により死亡したのか、②被告人は、被害者が十分な栄
養を与えられていない状態（生存に必要な保護として、より栄養を与えら
れるなどの保護を必要とする状態）にあることを認識していたかの 2点と
する。
　裁判所は、争点①に関して証人C医師の「被害者は、同じ年齢層の子供
と比較して、軽い方の 2.5% 以下になる程に体重が非常に軽く、やせてい
たこと、皮下脂肪等の体内の脂肪が少なく、脂肪細胞も萎縮しており、脂
肪の分解を示す尿中のアセトン濃度も基準値より高かったことに加えて、
数か月間のストレス反応により出てくるホルモンの影響等によると考えら
れる胸腺の萎縮が見られることや、栄養状態の指標である血液中のアルブ
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ミン値が正常値よりも低いことなど、被害者が相応の期間の栄養不良状態
にあったことを根拠付ける事情が多数認められ、窒息をうかがわせるよう
な炎症等のその他の要因を示す所見も見受けられない」との供述を採用し
て、Aの死因を低栄養に基づく衰弱死と認定する。
　裁判所は、争点②に関して「被告人が、本件当時、被害者が十分な栄養
を与えられていない状態（生存に必要な保護として、より栄養を与えられ
るなどの保護を必要とする状態）にあることを認識していたというには合
理的な疑いが残る」と判示し、XはYの栄養状態を不十分だと認識してお
らず保護責任者遺棄致死罪の故意がないとした。
2.�裁判所の争点②に関する判断は、「人の健康状態に関する認識は、その
体重や体格のみに着目してなされるものではないし、被害者の特性やそれ
までの被害者の成長の状況等の前提知識を念頭に置いて被害者を見た場合
に、観察状況も踏まえた上で被害者の姿がどのように認識され得るのか
といったことも考える必要がある。」との基本的視点から検討されている。
即ち、裁判所は、「人の健康状態を評価するに当たっては、体重や手足の
太さの変化のみがその指標となるものではなく、体格の変化には身長の変
化も含まれるほか、その人の動きがどのようなものか、どのように動きが
変わったかという点についても重要な要素となると考えられる。」として、
先天性ミオパチーに罹患していたAの成長過程をも視野に入れて検討す
る。
　裁判所は、XのAの養育について「被告人は当時未成年であって、年齢
の若い夫と二人での初めての子育てであり、しかも、二人目の子供も育て
つつ妊娠もしている中で、被害者の育て方について専門家等に積極的にア
ドバイスを求めようとしなかった被告人の態度の問題もあり、子育てに対
する意識が未熟で余裕もないまま、ミオパチーの子供を育てる上での理解
が不十分なものとなっていた可能性を否定できない。」と判示したうえで、
「母親であるならば、被害者の健康状態について十分留意し、栄養不良状
態にあったことに気づくべきであったということはできても、被告人にお
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いて、被害者が十分な栄養を与えられていない状態（生存に必要な保護と
して、より栄養を与えられるなどの保護を必要とする状態）にあったと気
づいていたと、常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によ
りなされているとは認め難い。」と判示した。
3.�裁判所は、公判前整理手続における重過失致死罪の取扱いに関する検
察官の対応等の事情をも踏まえ、保護責任者遺棄致死罪に訴因変更した
本事案において、公判廷において証拠調べ終了時に訴因に関する検察官の
意向を確認したので更に、裁判所が検察官に訴因変更を勧告し又は命令す
る必要はないと判断した。公判前整理手続を重視する裁判員裁判の基本構
造を考えれば、裁判所が、重過失致死罪への訴因変更を勧告又は命令しな
かったことは妥当である。
4.�大阪地裁第 14 刑事部は、共犯の継父Y（22 歳）について平成 26 年 4 月
頃以降 6月中旬頃までの間、十分な栄養が与えられていないためにAの
生命身体が害されるかもしれないと認識ないし認容していたとは認められ
ないと判示して、主位的訴因である保護責任者遺棄致死罪については故意
を否定し、予備的訴因である重過失致死罪を適用してYを禁錮 1年 6月
に処した。31）

Ⅱ ‐ ⅱ．小括
1.�児童相談所は、平成 2年度以降、児童虐待相談対応件数のデータを公
開している。本稿の検討対象とする平成 24 年度から平成 27 年度のネグレ
クトの件数と比率は、下記の表の通りである。32）

　
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

ネグレクト 19,250（28.9%） 19,627（26.6%） 22,455（25.2%） 24,444（23.7%）

実数の増減 ＋ 403 ＋ 357 ＋ 2,828 ＋ 1,989

総数 66,701
（＋ 11.3%）

73,802
（＋ 10.6%）

88,931
（＋ 20.5%）

103,286
（＋ 16.1%）

　－平成 28 年度児童相談所での児童虐待相談対応件数を基に筆者作成－
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2.�本稿では、平成 24 年から平成 27 年に至るネグレクト事例で判決文の
公開された 16 事例を考察の対象とした。33）

　ネグレクト 16 事例の考察から明確になったのは、2つのことである。
第 1は、児童虐待類型の中でもとりわけ密室空間で生起するネグレクト
事案の加害者は父親や母親であり、実父の 33.3% に比べ実母の割合が高
い（54.2%）。両親によるネグレクトは、平成 24 年 3 事案、平成 25 年及び
平成 26 年各 1事案で割合は 26.3% を占める。第 2は、ネグレクトの被虐
待児の年齢分布は、親の養育が不可欠な年齢である 0歳児の割合は 36.8%
で、特に、出産直後のネグレクトは全体の 21.1% で、1歳のネグレクト
26.3% に次ぐ高率である。
3.�本稿で考察したネグレクト 16 事例で顕在化した問題点は、出産ないし
育児をサポートする存在の希薄化である。出産及び育児を女性固有の行為
とする性差意識が今なお残され、女性は加重負担を強いられ一人精神的に
追い込まれ結果としてネグレクト行為に至る。
　出産は、決して Parthenogenesis の結果ではなく、育児を含めてサポー
トするパートナーの男性の存在を基本的に前提とする。
【判例 5】及び【判例 13】は、出産妊娠を受容できぬ事情の下での若年の
シングルマザーによる出産直後の遺棄行為であり、嬰児の死の結果の危険
性の高度なケースである。【判例 5】は、幾つかの光明が重なって死の結
果を回避し得たケースである。
4.�脳科学の知見によれば、被虐待児は愛着形成に困難を来し反応性ア
タッチメント障害（reactive�attachment�disorder;RAD）を発症することも
あるという。友田明美教授は、「単独の被虐待経験は一時的に感覚野（視
覚野や聴覚野）の障害を引き起こすが、より多くのタイプの虐待を一度に
受けるともっと古い皮質である大脳辺縁系（海馬や扁桃体など）に障害を
引き起こす。」と指摘される。33）

　ネグレクト事案では、単一のネグレクトではなく身体的虐待、心理的虐
待との併存ケースが散見される。サバイバーである複合的虐待事案の被虐
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待児は、反応性アタッチメント障害（RAD）の発症リスクと大脳辺縁系障
害の克服という重篤なハンディキャップを負うことになる。
　社会は、被虐待児の回復支援に取り組む責務を課されている。

Ⅱ ‐ ⅲ．児童期性的虐待事例
【判例 1】�山形地裁平成 24 年 1 月 25 日刑事部判決34）������������������������������������������������������
【事実の概要】
　父親が園長を務める無認可保育施設副園長の保育士X（33 歳）は、村山
市内の同施設で同幼児園園児A（4歳 7か月ないし 8か月）に対し、平成
21 年 6 月 29 日午後 3時 10 分頃、7月 6日午後 3時 10 分頃、14 日午後 3
時 10 分頃及び 29 日午後 7時頃から午後 7時 30 分頃までの間、4回にわ
たりAの陰部を手指で弄そんだ。
【判旨】
　裁判所は、Aの供述の信用性について「被害者の供述は、具体的かつ迫
真的であり、信用できる被害者の母親及び保育士 3名の供述により裏付け
られているから、信用することができる。」と判示する。
　裁判所は、Xの捜査段階の自白調書について、「犯行日時の特定につい
ては、連絡ノートという客観的証拠を根拠にしている。」とし自白の信用
性を認定した。他方、Xの公判廷供述については、信用性に乏しいとして
排斥し、Xの犯罪事実を認定した。
【研究】
1.�児童期性的虐待は、被害児が年少者の場合には犯罪事実の証明は難し
く供述の信用性が争点となる。本事案は、被害児の年齢が 4歳 7か月な
いし 8か月であり加害行為の具体性について供述の困難さを有する。捜査
段階時 4歳 11 か月の被害児Aは、「服とかパンツを脱がされて大事なと
ころをこちょこちょされた、大事なところを携帯電話のカメラで撮られた
ときカシャっていった、被告人から『あーんして。』って言われてチューさ
れた、そのとき被告人からべろとかつばを入れられた」等と供述する。ま
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た、期日外証人尋問時 6歳 6か月の被害児Aは、「被告人におしっこ出る
ところを触られたとき、被告人は手にタオルとかは持っていなかった、携
帯でおしっこ出るところの写真を撮られたときは裸だった、口にチューさ
れてつばを入れられた、これらのことをされるのは嫌だった、おしっこ出
るところと大事なところは同じところである」等と供述する。
　裁判所は、被害児の供述について「被害者の供述は、キスをした際に口
に舌やつばを入れられるといった、経験していなければ幼児には供述し難
い内容が含まれるなど、具体的で迫真的な内容となっている。そして、後
に述べるように、被害者の母親及び前記 P6 保育士ら 3名の保育士は、証
人尋問等において、被害者から被害の状況を聞いたと供述しており、これ
らの供述は十分信用できるものであるところ、被害者の供述は、この 4名
の供述と被害内容に関する重要な部分がほぼ合致しており、裏付けられて
いる。」と判示し、6歳 6か月でなされたAの期日外証人尋問供述の信用
性を認定した。
2.�本事案顕在化の端緒は、第 1に被害児Aの母親が平成 21 年 5 月か 6月
頃から 9月にかけて、Aから「お昼寝の後、ママを待っているとき、お漏
らしのあと、トイレに行ったときなどに、Xが被害者の大事なところをこ
ちょこちょ、ぐりぐりしてくる、Xが被害者の口の中に舌やつばを入れて
チューしてくる」と聞いたことである。第 2は、無認可保育施設の女性保
育士が被害児Aに「Xはこちょこちょ遊び（体を指先でくすぐって遊ぶこ
と）をするときもあるの」との問いかけたのに対し、被害児Aが「首や胸
などのほかに性器のやや上あたりを指して『ここも。』と言ったり、被害者
Aが自分の唇を指して、Xがここにチューをし、つばを入れてくると話
したこと、被害者AがXから言ってはだめだと言われている」との話を
聞いて、市役所にどのように対応したらよいか相談したことである。第 3
は、3人の女性保育士が被害児Aの母親に会い、被害児Aから聞いた内
容について話をしたことである。
3.�裁判所は、被害児Aの各供述を精査するとともにXの捜査段階の供述
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で示された連絡ノートという客観的証拠と照合しながら犯罪事実の認定を
しており、妥当な判断である。
　なお、仙台高裁平成 24 年 7 月 19 日第 1刑事部判決は、弁護人の訴訟手
続の法令違反及び事実誤認の主張を排斥して控訴を棄却した。35）　������������������������������������������
【判例 2】�福岡高裁那覇支部平成 24 年 2 月 21 日刑事部判決36）

【事実の概要】
　養父X（32 歳）は、平成 21 年 2 月頃から 3月頃までの間、宮古島市内
の自宅において就寝中の養女B（当時 11 歳）の着衣内に手を差し入れ、B
の陰部を手指で触って弄んだ。
【判旨】
　原審那覇地裁平良支部平成 23 年 3 月 14 日判決は、被害児Bの供述の
信用性を認定し「信用性の高い女児の証言によれば、被告人は、女児の母
親らが、宮古島市に転居した 1か月か 2か月後から女児が 6年生になるま
での間に、女児方の子供部屋において、寝床に就いている子らの間に横た
わり、女児の着衣内に手を入れて直接、手指で女児の陰部を触ったことが
認められる。したがって、被告人は、自己の性欲を刺激興奮させ、又は満
足させる性的意図をもって、女児に対し、わいせつ行為を行ったというべ
きである。」と判示し、Xを懲役 1年 6月（求刑懲役 2年 6月）に処した。37）

　福岡高裁那覇支部は、目撃者のいない事案の公訴事実認定の直接証拠は
被害者の証言のみであることから「客観的な裏付けの乏しい供述について
は、客観的な事実との整合性、変遷の有無及びその理由、供述内容の具体
性及び合理性等を特に慎重に検討して信用性を判断すべきである。」と判
示し、Bの供述を精査し信用性を否定し、原判決を破棄し、Xを無罪とし
た。
【研究】
1.�X は、岐阜県可児市内の乗馬クラブのインストラクターをしている時、
同乗場クラブに通っていたBを指導していた。Xは、Bの送迎をしてい
た母親Aと交際し、平成 19 年 1 月頃、可児市内のアパートでAらと同
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居生活を開始した。Aは、エステティックサロンで働いたり新聞配達を
しており、Xは乗馬クラブ勤務を辞め無職であった。Xは、平成 20 年 10
月、弟 Eと共に宮古島市に転居した。Aらは、平成 21 年 1 月、宮古島市
に転居し、Xと共に同市内のアパートで同居生活を開始した。平成 21 年
1 月 19 日、Xは、Bの母親Aと婚姻し、29 日、子らと養子縁組をした。
Xは初婚で、Aは 3回目の婚姻でBと弟は 1回目の夫との間に出生した。
婚姻時の家族関係は、下図の通りである。

X32 歳 A35 歳

Ｂ
10 歳11 歳

2.�児童期性的虐待発見の端緒は、Bが平成 21 年 4 月、小学 6年生に進級
し、その頃からほぼ毎日放課後に保健室に行き、掲示物の作成や保健委員
会の仕事などをして養護教諭Cの手伝いをしていた。5月 27 日、Cは、B
からXが体を触ってくるので嫌だという話を聞いた。Ｃは、Bの学校生
活がうまくいかないのは家族関係に起因するのではないかと考え、Bに小
学校のスクールカウンセラーのカウンセリングを受けさせることとした。
Cは、臨床心理士であるスクールカウンセラーDに Bのカウンセリング
を要請した。
　Bは、Xの身体的接触について母親をはじめ誰にも相談することはなく
Cに対して初めて話した。Bは、Cからの辛い思いは母親に伝えた方が
良いとのアドバイスに従い、6月中旬、母親Aに「Xに臀部や胸を触られ
るのが嫌だ」と話した。母親は、服の上からぽんと触る程度のことだと考
え、「スキンシップだと思うよ。」と答えた。Bは、母親に話を信じてもら
えなかったことにショックを受け、Xに体を触られたことについてそれ以
上の話をしなかった。
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　Cの要請を受けたスクールカウンセラーDは、5月 28 日 Bの 1回目の
カウンセリングを、6月 22 日 Bの 2回目のカウンセリングを実施した。
　Dは、Bのカウンセリング終了後、児童虐待の疑いがあると判断し、小
学校の校長に報告した。校長は、Dの報告を受け、同日夕方、沖縄県中央
児童相談所のケースワーカーで児童福祉士Eに児童虐待の疑いを電話で
通告した。
　同児童相談所は、緊急受理会議を開催し、危険防止、再被害防止のため
Bの一時保護を実施してXから分離する方針を立て、7月 1日 Eほか 1
名の担当者が小学校を訪問することを決定した。7月 1日、Eらは、同小
学校において、校長及び養護教諭Cに対し児童相談所の方針を説明した。
その後、Eらが被害児Bに一時保護の説明をした。Bは、沖縄本島の一
時保護所に行くことに同意した。同日、Eらは、宮古島市役所において、
母親Aと面談し、BがXから就寝中に臀部などを触られたとする件で小
学校から児童相談所に通告されたこと、BをXから分離するために一時
保護を実施する必要があること、Bが一時保護に同意していることを説明
した。Aは、Bの一時保護に同意した。
3.�被害児 Bの犯罪事実に関する供述は、公的には捜査段階供述（平成 21
年 9 月 26 日警察官調書）及び平成 22 年 11 月 8 日原審期日外尋問である。
　Bの犯罪事実に関連する他の供述は、養護教諭C、スクールカウンセ
ラーD、児童福祉士E及び母親Aへの供述である。�
　原審は、Bの期日外尋問での証言について「女児が、宮古島市に転居し
た 1か月か 2か月後から 6年生になるまでの間に、子らが女児方の子供
部屋で寝床に就いたところ、被告人は、女児が寝入る前に子供部屋に来
て、添い寝をするように子らの間に横たわり、女児の服の中に手を入れて
直接、女児の胸と臀部を撫でるように触った。陰部も直接触られたが、ど
のような触り方だったかは分からない。時間は長く感じた。」などと証言
しており、同証言部分については、前記 2（2）イ認定の女児方の構造や子
らの生活状況等と整合し、反対尋問によっても大きく動揺していない。」
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として信用性を認定する。原審は、被害を受け始めた時期、本件被害時の
Xの位置や触られた部位について捜査段階前後のBの供述と期日外尋問
のBの供述とが相違し、又は、多少曖昧な部分が存する点について、「恐
怖の中で体験したことであり、当時の女児の年齢、被害内容を詳細に表現
することについての恥じらいや躊躇い、抵抗感に加え、被告人と女児の母
親との夫婦関係に深刻な影響を与えることに対する不安や罪悪感等の複雑
な心情を考慮すれば、やむを得ないと解し得る」としてＢの各供述の信用
性を認定する。更に、原審は、わいせつ被害に関するB供述の自発性に
ついて、「経過において、何らかの利害関係を有する者が女児に口添えし
てその説明内容を左右させた形跡は見受けられない。さらに、女児が、被
告人に対して、必ずしも好感情を有していなかったとしても、養父に陰
部を触られたという、女児の年齢（被害時 11 歳、証言時 12 歳）からして、
しゅう恥心などから相当程度の抵抗感をもつようなわいせつ被害の内容を
自ら創作して、殊更に被告人を罪に陥れようとするまでの動機は窺えな
い。」と判示する。
　なお、原審は、一時保護所での気持ちが落ち着いた 7月 13 日、児童福
祉士Eの質問に答える中で「女児が寝ているときに、父親（被告人）から
下着の中に手を入れられ、臀部、胸、陰部を直接、撫でるような感じで触
られた。触られたのは、4、5回である。可児市に住んでいたころの 5年
生の 1学期か 2学期ころから触られ、宮古島市に転居してしばらくしてか
ら 1回触られた。6年生になってからは触られていないが、女児の膝に膝
枕をしてくるのが嫌である。」とのBの供述と、宮古島市に来てから 1回
触られた具体的な時期についてのEの質問にBが答えられなかったこと
を判示する。
4.�裁判所は、警察官に対するBの供述として「小学 4年生の途中頃から 5
年生の終わり頃まで、胸や臀部を触られ、陰部を指で触られていた。弟と
夜一緒に寝ていると、被告人がBらの間に添い寝をするように入ってき
て、いきなり洋服の中に手を入れて、臀部や胸を撫でたり、陰部を触っ
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た。被告人は、5年生になってからも、月に 2、3回くらい、もしかした
らそれ以上の割合で、寝ているBの体を触ってきた。宮古島に引っ越し
てきてからも、弟と一緒の部屋に寝ている時に、被告人から胸、臀部及び
陰部を触られた。最後に体を触られた日にちは、はっきり覚えていない
が、2月か 3月頃である。被告人は、Bらが就寝した後の午後 9時頃、B
らが寝ている部屋に入ってきて、Bらの間にBの方を向いて横になり、B
のパジャマの中に片手を伸ばして掌で胸を撫でた。しばらく胸を触った
後、今度はその手をズボンとパンツの中に入れ、指を動かしながら陰部を
触った。30 分以上は Bの体を触っていたと思う。」と判示する。38）

　裁判所は、平成 22 年 11 月 8 日実施された原審期日外尋問でのBの供
述を「小学 4年生か 5年生の頃から、夜寝る時に被告人から臀部、胸及び
陰部を触られていた。被告人は、Bらが布団を並べて寝ているところに添
い寝のように寝てきてBの体を触った。眠っているふりをしたが実際に
は眠っていなかったので、被告人が触ったのは分かった。被告人は、服の
中に手を入れて、上記の部位を直接撫でるように触った。触る順番は覚え
ていないが、触っている時間は長く感じた。宮古島に転居するまでの間に
何回か触られた。1回や 2回ではないが、具体的な回数は覚えていない。
被告人からキスをされることもあったが、これは 1回だけである。宮古島
に転居してから被告人に体を触られたのは 1回であり、それは転居から 1
か月か 2か月経った頃である。その際も、被告人は、夜Bらが布団を並
べて寝ているところに添い寝をしてきて、服の中に手を入れて胸、臀部及
び陰部を直接撫でるように触った。触っている時間は長く感じた。被告人
は触る時に声を掛けてくることはなかった。また、被告人は怒ると物に当
たるなどして怖かったので、触られても何も言わなかった」と判示する。
　裁判所は、B供述を「（1）B供述の信用性を高めると考えられる事情、
（2）B供述の信用性に疑問を抱かせる事情、ア説明ないし供述の変遷、イ
Bの説明等の変遷に対する検討、ウ供述内容の具体性・合理性等、エ当時
の他の生活場面における行動との関係、（3）総合判断及び信用性を高める
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と考えられる事情の再検討」との視点から経験則を基に精査する。
　裁判所は、Bの説明ないし供述の変遷について、「宮古島市に来てから
のわいせつ被害の有無や回数に関するBの説明等は実質的には変遷して
いる。宮古島市への転居はBにとって大きな生活環境の変化であること
は想像に難くなく、その転居後の被害の有無や回数につき記憶違いが生じ
ることは考え難いところ、変遷について合理的な説明は見当たらない。宮
古島市へ来てからのわいせつ被害は本件公訴事実に直接関わる事実であっ
て、この点のBの説明等の変遷は看過できない。」と判示する。裁判所は、
その経緯を「平成 21 年 6 月 22 日の第 2回スクールカウンセリングの際に
初めてわいせつ被害について詳細な説明をし、それ以降、この説明を修正
しながら原審におけるB供述に至った」と解する。
　その上で、裁判所は、「同日（筆者注=第 2回スクールカウンセリング
実施の 6月 22 日）の説明はB供述の出発点であり、その出発点において
虚偽や誇張があって、これを本人が強く訴えているのにその理由が不明で
あることは、B供述の信用性を大きく損なう事情である。この点について、
児童の性暴力被害に関する専門的な知見からは、性暴力被害を受けた児童
の特徴として、性暴力被害を認めたがらないこと、説得力がなく、タイミ
ングがずれておりかつ矛盾した証言を行うこと、一旦性暴力被害を認めた
後で証言を撤回することなどがあり、その理由として、自分が悪いと思い
込んでいる罪悪感や、自分の告白により加害者、家族及び自分自身が困っ
た立場に立たされることへの不安などがあると指摘されている。確かに、
B供述によれば、BはAと被告人との婚姻関係に影響を与えたくないた
めわいせつ被害の告白をためらっていたことが認められるものの、Bの説
明等の経過をみれば、Bが一旦わいせつ被害について説明を始めた後にも
逡巡していた形跡はない。すなわち、第 2回スクールカウンセリングにお
ける説明以降、被害を受け始めた時期や触られた部位についての説明は被
告人に不利に変遷する一方、痛みや被害の時間についての説明は被告人に
有利に変遷しており、この経過は罪悪感及び不安感の改善や増悪では説明
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できない。かえって、Bの説明等の一部については、第 2回スクールカウ
ンセリングにおける説明に虚偽や誇張があり、これが後に修正されたため
に矛盾していると解することが可能である。当裁判所は、上記のとおり、
性暴力被害を受けた児童に関する専門的な知見によりBの説明等の変遷
を説明することは困難であると考えるが、仮に、専門的な知見によりその
説明が可能であるとしても、これが採用し得る唯一の説明でない以上、こ
れを安易に採用してB供述の信用性を認めることは相当ではない。」と判
示し、B供述の信用性に疑問を呈する。
　裁判所は、「供述の信用性判断は、客観的な事実との整合性、供述内容
の具体性・合理性、供述の変遷の有無及びその理由等を基本要素とし、こ
れらに問題がない場合に虚偽供述の動機の有無を検討すべきである。他方
で、供述の信用性判断の基本要素に問題がある場合に、虚偽供述の動機が
見当たらないことを理由として供述の信用性を肯定すべきではない。むし
ろ、供述の信用性判断の基本要素に問題がある場合には、その供述が事実
に反することを疑うべきである。」との視点からB供述の信用性を精査す
る。
　裁判所は、B供述について、「それ以前の説明等に比して理由なく変遷
していて、具体性に乏しく、不合理な点が見受けられ、Bの他の生活場面
における行動とも整合しにくいなどの問題があることは、B供述が事実に
基づかないことに由来する可能性が高い。」とする。裁判所は、Bの虚偽
供述の動機の可能性として「Bが被告人を疎ましく思い、Bの家庭から排
除することを意図して当初から虚偽の話をしたとは考えられない。しか
し、Bが Cや Dに被告人について繰り返し話すうち、上記の意図を持つ
に至った」とし、虚偽のわいせつ被害の説明の可能性として「Bは平成 21
年 2 月か 3月頃までに深刻なわいせつ被害を受けており、かつ、既にD
に対して被害について詳細に説明しているのに、同年 7月 1日、Eに対し
て、体を触られるというより膝枕が嫌だと言ったこととなる。このことか
らすれば、被告人は現実には膝枕くらいの接触しかしていないのに、Bが
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これを嫌悪し、やめてほしいため」とし、被害を受けたと思い込むに至っ
た可能性として「B自身、虚偽であるという自覚もないまま、何らかの事
情による」とし、被害申告を貫徹した可能性として「Bは、一時保護や告
訴に当たり、大人の関係者の意向に迎合」していると判示する。
　裁判所は、B供述には疑問があり信用性がなくB供述に基づいて事実
認定した原判決には事実誤認があるとして原判決を破棄し、Xを無罪とし
た。
5.�B 供述の信用性は、原審と控訴審では正反対の結論に至っている。控
訴審は、経験則を基にB供述の信用性をチェックし、信用性を否定する。
他方、原審は、期日外尋問においてB供述を直接吟味している。供述者
の表情や間合いを直接現認し得る直接主義のメリットは、書面審査を凌駕
するものと解する。控訴審の判断は、このメリットを凌駕しているのかな
お疑問が残る。
　裁判所は、弁護人の事実誤認との控訴理由について詳細な検討を加え、
原審で排斥された弁護人の主張を異なった視点から検討する。裁判所は、
Bの捜査段階供述（平成 21 年 9 月 26 日警察官調書）及び平成 22 年 11 月
8 日原審期日外尋問での供述と養護教諭C、スクールカウンセラーD、児
童福祉士E及び母親との会話等におけるB供述の変遷の疑問点を適示し、
B供述の信用性を否定する。
　「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則からすれば、裁判所
の判断は妥当である。しかし、なお、B供述には、児童期性的虐待の幾ば
くかの事実が含まれていると解される。
【判例 3】�青森地裁平成 24 年 5 月 16 日刑事部判決39）

【事実の概要】
　X（30 歳）は、平成 23 年 8 月 30 日午後 4時 5分頃、下校中のA（当時 9
歳）を認めわいせつ行為をしようと考え青森県内の畑に誘い込み、Aが着
用するハーフパンツの上から小型バイブレーターをAの陰部付近に押し
当てた後、両手でAの両肩を押して地面に仰向けに倒し、Aのハーフパ
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ンツを下着と共に引き下げて下半身を裸にした。Xは、Aの口を手で塞
ぎながらAの陰部を舌でなめ、さらに、陰茎を露出して自慰行為をして
Aに向けて射精し、Aに加療約 1週間を要する左背部打撲の傷害を負わ
せた。
　Xは、B（当時 15 歳）が 18 歳に満たない児童であることを知りながら、
インターネット上の掲示板を利用してBの売春相手を募集し、これに応
じたDと Bになりすまして連絡を取り、平成 23 年 9 月 4 日、大館市内の
駐車場において、BにDを売春の相手方として引き合わせ、同日午後 4
時 25 分頃から午後 5時 51 分頃までの間、大館市内のホテルにおいて、B
にDと性交させた。
【判旨】
　裁判所は、Xを強制わいせつ致傷罪、売春防止法違反及び児童福祉法違
反により懲役 5年 6月、罰金 20 万円及び小型バイブレーター没収（求刑
懲役 6年及び罰金 20 万円、小型バイブレーター没収）に処した。
【研究】
　裁判所は、XのAに対する児童期性的虐待に関して量刑理由におい
て「性的に未発達な少女を性欲の対象とする傾向」としてペドフィリア
（pedophilia）傾向を認定する。40）�
　裁判所は、Xと Bの関係性については何等判示しないが、Bへの売春
の周旋行為及び児童に淫行をさせる行為の動機として逃走資金欲しさから
の犯行と判示する。裁判所は、量刑理由において、「児童に淫行をさせて
金銭を得る犯行が経済的に割に合わないことを実感させるため」罰金刑を
併科したと判示する。
【判例 4】�熊本地裁平成 24 年 5 月 25 日刑事部判決41）��
【事実の概要】
　X（38 歳）は、平成 23 年 9 月 29 日午後 9時 50 分頃、熊本市内を自転車
で通行していたA（当時 17 歳）を見て、わいせつ行為をしようと考え、A
を追いかけた。Xは、Aに追いつくと背後からAの肩を掴んで自転車ご
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と転倒させ、右腕を押さえつける暴行を加え、着衣の上からAの乳房を
もみ、一連の行為によりAに全治約 10 日間の前胸部擦過傷及び左下腿近
位部挫傷等の傷害を負わせた。
【判旨】
　裁判所は、Xを強制わいせつ致傷罪により懲役 4年（求刑懲役 6年）に
処した。
【研究】
1.�裁判所は、争点として①Xが犯罪事実記載の暴行を行ったか、②Xが
暴行の後に着衣の上からAの乳房をもんだか、③Xが犯行後にAの口を
摘むようにしたかの 3点について検討し、いずれの事実も認められると判
断した。
　裁判所は、夜間の路上での犯行ゆえ目撃情報もない本事案で被害者A
の公判廷での供述の信頼性を審理する。Aは、被害事実について「自転車
に乗っている時、いきなり背後から肩を掴まれて左側に自転車ごと倒さ
れ、被告人に右腕を押さえつけられた。倒れた状態で着衣の上から 2、3
回乳房を掴むようにもまれ、その後、口を指で摘むようにされた。」と供
述する。
　弁護人は、本件犯行がわずかな時間に行われAが犯行に遭遇した際の
恐怖感などから正確に認識、記憶できていない可能性があると主張し、争
点となった各犯罪事実を否定する。裁判所は、Aの供述する事実が突然
に犯罪被害に遭遇したAにとり非常に印象に残りやすく、Aの悲鳴を止
めるためにその口を指で摘むというXの行動の特異性に関する供述内容
は実際に体験した者でなければ供述できないとして弁護人の主張を排斥す
る。
　裁判所は、Aの供述について「自己の記憶にない部分については憶測で
答えることなく、覚えていない旨明言している。その供述態度は非常に真
摯である。」として信用性を肯定する。
2.�X は、強姦致傷罪及び窃盗罪により平成 16 年 6 月 17 日福岡地裁で懲
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役 3 年（4年間執行猶予）に処され、強制わいせつ致傷罪により平成 18 年
2 月 2 日福岡地裁で懲役 3年に処されている。本事案は、仮釈放後わずか
10 か月余りの犯行でXの性犯罪傾向が顕在化したものであり、Xは社会
復帰後に性依存症の専門医による治療を予定している。
【判例 5】�大津地裁平成 24 年 6 月 1 日刑事部判決42）

【事実の概要】
　警察官X（28 歳）は、平成 23 年 8 月 28 日午後 4時 35 分頃、帰宅途中
のA（当時 17 歳）に声をかけ大津市内の駐輪場において話をしていた。そ
の際、Xは、いきなり着衣の上からAの臀部及び右乳房を左手で揉み、
Aの肩付近を左腕で抱きかかえて抵抗できないようにしてAのシャツの
中に右手を差し入れて左乳房を揉み、半ズボンの中に右手を差し入れて膣
内に指を挿入した。Xは、さらに、Aの面前で陰茎を露出して自慰行為
をしながらAのシャツの中に左手を差入れて左乳房を揉みAに全治約 3
日間の膣外傷を負わせた。
【判旨】
　裁判所は、Xを強制わいせつ致傷罪により懲役 2年 6月（求刑懲役 5年）
に処した。
【研究】
1.�本事案は、Aに対する強制わいせつ致傷行為と帰宅途中のB（当時 40
歳）にいきなり背後から抱きついて着衣の上からBの両乳房を両手で鷲掴
みにした強制わいせつ行為を審判対象とする。なお、Xは、Aとの間で
示談金 360 万円で示談が成立している。
　公訴事実記載事実からは、平成 23 年 8 月 28 日午後 4時 35 分頃の駐輪
場の状況が不分明であるが、Aに対する犯行日時と場所を考えると、第
三者による目撃が可能な状況下でのXの強制わいせつ行為と自慰行為が
なされていることから、XとAとには何らかの関係性があったのか否か
不明である。
2.　裁判所は、Aに関して「若年で男性経験のない同被害者に大きな肉体
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的、精神的苦痛を与えた。そればかりか、被告人は、その後も同種犯行を
繰り返し、その一環として判示第 2の犯行に及んでおり、常習性も認めら
れる。」と判示する。
　裁判所は、量刑理由においてAとの示談成立、Xの反省の態度、養う
べき妻子の存在及び妻や養父による監督の期待を勘案して、「強制わいせ
つ致傷罪の法定刑の下限である懲役 3年では、やや重すぎる。」と判示し、
懲役 2年 6月の実刑判決に処した。
　本事案は、現職警察官による常習性の認められる児童期性的虐待ケース
であり、裁判所の量刑判断には軽すぎるとの疑義がある。
【判例 6】�岐阜地裁平成 24 年 6 月 12 日刑事部判決43）

【事実の概要】
　X（33 歳）は、平成 22 年 8 月 9 日午後 8時 50 分頃、羽島市内の路上に
おいて、通行中のA（当時 17 歳）の背後から近づき、手に持ったワイン
オープナーを示し、左手でAの口を塞ぎ、右手でAの首元に同ワイン
オープナーを押し当てながら、「声出すと刺すぞ。」などと言いながら同市
内の柿畑に連行した。Xは、柿畑においてAの両手を後ろ手にさせA着
用のシャツを巻き付けて固定し、A着用のタンクトップを捲り上げて乳
房を舐め、Aのパンツを引きずり下ろして手指でその陰部を触るなどし
てから姦淫しようとした。Xは、Aに対し憐れみの情が生じ、姦淫行為
を中止した。
　Xは、平成 22 年 12 月 11 日午前 3時 5分頃、岐阜市内の駐車場におい
て自動車に乗車中のB（当時 18 歳）を見つけ、駐車中のBの車の助手席ド
アからいきなり乗り込み、Bに対し手に持ったワインオープナーを示し、
「何かしたらわかっとるやろうな。」、「後ろに行け。」などと言ってBを後
部座席に移動させて着衣を脱がせ、Bの両手首にガムテープを巻き付けて
緊縛し、姦淫してからB所有の現金 5000 円を奪った。
【判旨】
　裁判所は、住居侵入及び強盗強姦 4件、強盗強姦 1件、強盗強姦未遂 1
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件、住居侵入及び強姦、強盗 1件、強姦未遂 2件（うち 1件ではさらに窃
盗 1件）及び強盗強姦目的の住居侵入 1件の公訴事実を認定しXを求刑通
り無期懲役に処した。
【研究】
1.�本事案は、約 1年 2か月の間に連続的に行われた住居侵入及び強盗強
姦 4件、強盗強姦 1件、強盗強姦未遂 1件、住居侵入及び強姦及び強盗 1
件、強姦未遂 2件（うち 1件ではさらに窃盗 1件）、強盗強姦目的の住居
侵入 1件計 10 件の強姦目的のケースである。
　本事案の被害者は、17 歳から 32 歳に及ぶ 10 名の若い女性である。本
稿では、児童期性的虐待の視点から未成年のA（当時 17 歳）及び B（当時
18 歳）に対する事案を考察の対象とする。
　Xは、強姦目的で通行中のAに近づき背後からワインオープナーを突
付け、柿畑に連れ込み強制わいせつ行為を繰り返した後、姦淫を試みたが
憐憫の情から中止した。裁判所は、強姦罪の中止犯（刑法 43 条但し書）の
成立を認めた。
　判決文からは、憐憫の情を抱いた経緯と状況は不分明である。判例は、
中止未遂の成立を認めるには行為者の良心の覚醒・悔悟・同情・憐憫等の
倫理的感情を任意性の判断基準とする。44）

2.�裁判所は、Bへの性的虐待に関して量刑理由において「被告人は、各犯
行において、被害者の尊厳を一顧だにせず陵辱の限りを尽くし、その人格
を踏みにじる言動を重ね、被害者らに対して精神的、肉体的に甚大な苦痛
を与えるなど、誠に重大かつ深刻な被害結果を生じさせている。被害者ら
の大半は、未成年者 2名を含む若い女性であり、その将来にわたって心身
に重大な影響を受けることが懸念されるところであり、殊に、判示第 6の
被害者（=筆者註�B）は、当時 18 歳という心身の発達過程にあったのに堕
胎を余儀なくさせられたもので、その悲痛な心情は察するに余りある。」
と判示する。
　Bは、駐車場に駐車中の自車に助手席から侵入したXに強姦され妊娠
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し、人工妊娠中絶を余儀なくされた。Bは、重篤な PTSDに罹患してい
るものと思慮され、被害結果の重大性と回復への道程を鑑みると加害行為
の甚大さが改めて問われる。
【判例 7】�名古屋高裁金沢支部平成 24 年 7 月 3 日第 2部判決45）

【事実の概要】
　X（42 歳）は、平成 23 年 4 月 29 日午後 3時頃、富山市内の店舗駐車場
に駐車した普通乗用自動車内においてAの頭部を平手で 1回叩いて同車
ドアガラスに打ち付け、持っていたプラスチック製のコップでAの左大
腿部を 1回殴打し全治約 2週間を要する額上部打撲、左大腿部打撲の傷害
を負わせた。
　Xは、交際相手Y（当時 45 歳）の長女Aが中学 2年生（当時 13 歳）の頃
から性的虐待を繰り返すとともに日常生活の上のささいなことを理由に暴
行脅迫を加えていた。Xは、Aが自己の性的虐待や暴行脅迫による恐怖
心からXに対して恒常的に抗拒不能の状態に陥っていることに乗じ姦淫
する意図で平成 23 年 6 月 8 日午後 7時 47 分頃から翌 9日午前 10 時 42 分
頃までの間、富山市内のCホテルにおいてA（当時 15 歳）を強姦した。更
に、Xは、翌 9日午後 2時 46 分頃から翌 10 日午前 8時 57 分頃までの間、
富山市内のDホテルにおいてAを強姦した。
　Ａの実母Yは、Xが平成 23 年 6 月 8 日午後 7時 47 分頃以降、富山市
内のCホテルにおいてAを強姦する際、その情を知りながら、同日午後
7時 12 分頃、Cホテル受付においてXとAの宿泊予約をしてXの犯行を
容易にした。同様に、Yは、Xが平成 23 年 6 月 9 日午後 2時 46 分以降、
富山市内のDホテルにおいてAを強姦する際、その情を知りながら、同
日午後 2時 46 分頃、Dホテル受付においてXとAの宿泊予約をしてX
の犯行を容易にした。
　Xは、Yの二女B（当時 10 歳）にわいせつな行為をしようと意図し、平
成 23 年 6 月 25 日午後 10 時 40 分頃、富山市内のEホテルにおいて、B
に露出した自己の陰茎をなめさせた。
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　Yは、Xが平成 23 年 6 月 25 日午後 10 時 40 分以降、富山市内のEホ
テルにおいてBにわいせつな行為をする際、その情を知りながら、同日
午後 7時 55 分頃、Eホテルに電話をかけてXと Bの宿泊予約をしてX
の犯行を容易にした。
　原審富山地裁は、Xを強姦罪、準強姦罪及び強制わいせつ罪等で懲役
13 年に、Yを強姦罪、準強姦罪及び強制わいせつ罪の幇助犯として懲役 4
年に処した。46）なお、原審裁判所は、公訴事実の一部について被害児Bの
告訴意思を疑問とし棄却した。
　裁判所は、量刑事情においてXのA及び Bに対する児童期性的虐待の
常習性を指摘し、Yに対しては被害児らにとって唯一頼りにできるはずの
存在であり、Xから受けている行為について被害児らが実際に苦痛を訴え
ているにも関わらず黙認し被害児に与えた失望感、無力感を指摘する。
　弁護人及び検察官双方が、控訴した。
【判旨】
　裁判所は、原審が公訴事実の一部を棄却した判断を「告訴当時 10 歳 11
か月で小学 5年生であった被害者は、自己の強制わいせつ被害の事実を申
告して、その犯人の処罰を求める告訴能力が認められるというべきであ
る。その趣旨で、被害者自身による被告人の処罰を求める意思表示を記載
した検察官調書に基づく被害者自身による告訴の効力を認めず、本件公訴
棄却事実の公訴提起が有効な告訴に基づかないものであって無効であると
認定し、その公訴を棄却したのは事実を誤認し、法令適用を誤ったという
べきであるから、検察官の所論は理由がある。　（中略）　事実誤認を原
因として告訴が有効になされた本件公訴棄却事実について公訴提起の効力
を否定したものであるから、原判決は不法に公訴を棄却したものであっ
て、刑事訴訟法 378 条 2 号の絶対的控訴理由がある」と判示し、原判決を
破棄し富山地裁に差し戻した。
【研究】
1.�本判決は、刑訴法 230 条の被害者による告訴について判断を示した事
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案である。告訴人の告訴能力については、意思表示を有効になし得る能
力を必要とする見解と自己の犯罪被害事実を理解し、これを申告して犯人
の処罰を求める意思を形成する能力とする見解の対立がある。本判決は、
後者の見解を採用し、検察官調書作成当時 10 歳 11 ヶ月の被害児Bの告
訴能力について年齢相応の理解力と判断力を備えているとしてBの告訴
能力を認定した。福岡高裁宮崎支部平成 22 年 12 月 21 日判決は、IQ57、
ICD-10 診断基準で軽度精神遅滞の 29 歳女性の告訴能力を認める。47）

　裁判所は、被害児Bの意思表示の具体的内容を判断する中で「平成 23
年 6 月 24 日は被害者の家を出て、被告人の運転する自動車の助手席に乗
せられて二人でホテルXに行き、客室内で被告人が被害者の性器に触っ
たり、なめたりした後口淫を要求され、口内に射精された。翌 25 日にも
同じホテルの別の客室に入り、同様の行為をされた」との被害児Bの警察
官及び検察官に対する供述を引用する。
2.�本件は、母親と親密な関係にある同居男性による継続的な児童期性的
虐待であり、被害児の母親も関与していた事例である。なお、母親には、
被害児二人の他にも年少の実子がいた。
　母親Yは、夫の死亡後の平成 21 年 4 月頃からXと自宅で同居を開始
した。Xは、同年夏頃からYの長女A（当時 13 歳）に対し児童期性的虐
待や暴行脅迫を加え始め以後継続的に児童期性的虐待を反復していた。
　児童期性的虐待の特徴は、加害者は同一家庭内にいる女子全てを加害対
象とする傾向と同居する女子の親権者である母親の黙認である。母親の被
害事実の黙認は、被害の長期化の要因である。
　最高裁昭和 48 年 4 月 4 日大法廷判決は、尊属殺人を違憲とする判断と
して公知であるが、背景の事実関係は実父による 14 歳時の児童期性的虐
待事案であり実父との 5人の出産事実が内在され、母親の黙認が推認され
る事案である。48）

　母親の娘への児童期性的虐待黙認理由は、一般的に自らへのDV被害
による相手への恐怖感ないし委縮感、相手との性的関係の嫌悪感による拒
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否及び相手との人的関係を持続したいとの共依存関係等から娘を性的対象
として相手に“提供する”事例等がある。49）本事案での同居男性の娘への
児童期性的虐待を母親が黙認した理由は、判決文からは窺えないが、幇助
という形での協力関係からはYのXへの共依存関係が推認される。
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武蔵野法学第 7号

235（52）

Ⅰ
．

ネ
グ

レ
ク

ト
及

び
児

童
期

性
的

虐
待

事
例

の
係

属
裁

判
所

、
罪

名
、

加
害

者
・

被
害

者
の

関
係

性
、

量
刑

、
留

意
事

項
一

覧
表

【
N

eg
le

ct
】

判
例

裁
判
所

罪
名

加
害
者

被
害
者

量
刑

留
意
事
項

1
さ
い
た
ま
地
裁

平
成
24
年
2月
28
日
第
3刑
事
部
保
護
責
任
者
遺
棄

罪
、
暴
行
罪

実
父
、
叔
父

（
実
父
の
弟
）

実
子（
5歳
10
な

い
し
11
か
月
）

懲
役
3
年
6月

（
求
刑
懲
役
5
年
）

2
大
阪
地
裁

平
成
24
年
3月
16
日
第
2刑
事
部
殺
人
罪

実
母（
24
歳
）

長
女（
3歳
）及
び

長
男（
1歳
）

懲
役
30
年

（
求
刑
無
期
懲
役
）

法
学
新
報
12
1巻
11
=1
2号
（
20
15
年
）

61
8
頁
以
下
参
照

3
広
島
地
裁

平
成
24
年
5月
22
日
刑
事
第
1部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
傷
罪

実
父（
26
歳
）

乳
児

懲
役
3
年
執
行
猶
予
5

年（
求
刑
懲
役
4
年
）

妻
、
パ
ニ
ッ
ク
障
害
に
罹
患

4
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部

平
成
24
年
7月
3日
第
2
部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
父（
36
歳
）、

実
母（
39
歳
）

長
女（
1歳
）

懲
役
4
年

（
求
刑
懲
役
4
年
6月
）

平
成
23
年
7月
25
日
午
前
10
時

40
分
こ
ろ
か
ら
同
日
午
後
2時
55

分
ま
で
4
時
間
15
分
間
，
パ
チ
ン
コ

店
の
駐
車
場
に
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
さ

せ
，
窓
を
全
て
閉
め
切
り
，
ド
ア
に

施
錠
し
た
自
動
車
内
に
，
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
に
固
定
し
て
放
置
、
熱
中

症
　【
原
審
】
金
沢
地
裁
平
成
24
年

2月
3日
判
決

5
千
葉
地
裁

平
成
24
年
7月
10
日
刑
事
第
4部

殺
人
未
遂
罪

実
母（
20
歳
）

長
女（
出
産
直
後
）
懲
役
2
年
6月

（
求
刑
懲
役
4
年
）

デ
リ
バ
リ
ー
ヘ
ル
ス
の
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
て
い
た
際
に
客
か
ら
性
交
を
強

い
ら
れ
妊
娠

6
岡
山
地
裁

平
成
24
年
8月
1日
第
2刑
事
部
保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
父（
21
歳
）、

実
母（
22
歳
）

長
女（
1歳
6か

月
）

懲
役
6年
（
求
刑
懲
役
7

年
）

7
千
葉
地
裁

平
成
24
年
9月
20
日
刑
事
第
1部
保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
致
傷
罪

実
父（
39
歳
）、

実
母（
28
歳
）

二
女（
5
歳
）及
び

長
男（
2
歳
）

実
父
：
懲
役
9
年
6月

（
求
刑
懲
役
12
年
）

実
母
：
懲
役
7
年（
求
刑

懲
役
10
年
）

実
母
に
つ
い
て
、
千
葉
地
裁
平
成
24

年
5月
24
日
刑
事
第
1部
判
決

8
名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
部

平
成
25
年
6月
17
日
刑
事
部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
父（
49
歳
）、

実
母（
39
歳
）

長
女（
4
歳
）

懲
役
6
年（
求
刑
被
告
人

両
名
懲
役
6
年
）

9
大
津
地
裁

平
成
25
年
11
月
6日
刑
事
部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
母（
28
歳
）

三
男（
当
時
1歳

7か
月
）

懲
役
5
年

（
求
刑
懲
役
8
年
）

産
後
う
つ
病
に
罹
患
し
知
的
能
力
も

低
か
っ
た
。
控
訴
審
大
阪
高
裁
平
成

26
年
6月
3日
第
1刑
事
部
判
決
は

控
訴
棄
却
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10
津
地
裁

平
成
25
年
12
月
18
日
刑
事
部
保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
母（
45
歳
）

長
男

（
生
後
5か
月
）

懲
役
3年
執
行
猶
予
5年

（
求
刑
懲
役
5年
）

産
後
う
つ
病
に
罹
患
し
、
心
神
耗
弱

と
認
定
す
る

11
東
京
地
裁

平
成
26
年
2月
10
日
刑
事
第
10
部
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
実
父（
30
歳
）、

実
母（
27
歳
）

長
女（
出
産
直
後
）

及
び
二
女（
出
産

直
後
）

懲
役
3
年（
被
告
人
両
名

に
対
し
求
刑
懲
役
4
年
）

寒
空
の
下
に
裸
の
ま
ま
セ
ー
タ
ー
等
に

く
る
ん
だ
状
態
で
，
早
朝
民
家
の
玄
関

前
や
夜
間
人
気
の
少
な
い
公
園
の
ベ

ン
チ
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
去
り
に
す
る

12
奈
良
地
裁

平
成
26
年
2月
20
日
刑
事
部

保
護
責
任
者
遺
棄

罪
、
傷
害
致
死
罪

実
母（
22
歳
）

長
女（
1歳
3か

月
）

懲
役
7年
（
求
刑
懲
役
12
年
）

13
鹿
児
島
地
裁

平
成
26
年
6月
20
日
刑
事
部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪
、
死
体
遺

棄
罪

実
母

長
女
・
嬰
児

懲
役
3年
執
行
猶
予
4年

（
求
刑
懲
役
4年
）

父
親
宅
ト
イ
レ
で
出
産

14
宮
崎
地
裁

平
成
27
年
9月
18
日
刑
事
部

保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
母
�（
27
歳
）

同
居
男
性

二
男（
生
後
約
5

か
月
）

懲
役
5年
（
求
刑
懲
役
5

年
）

出
産
後
も
別
の
男
性
と
外
泊
し
、

ne
gl
ec
t。
同
居
男
性
と
共
犯
。

15
横
浜
地
裁

平
成
27
年
10
月
22
日
第
1刑
事
部
殺
人
罪

実
父

長
男（
5
歳
）

懲
役
19
年（
求
刑
懲
役

20
年
）

本
事
案
は
、
Ph
ys
ica
l�A
bu
se
と
し

て
検
討
す
る（
武
蔵
野
法
学
4
号
59

頁
以
下
参
照
）。
控
訴
審
東
京
高
裁
平

成
29
年
1月
13
日
第
3刑
事
部
判

決
は
、
原
判
決
を
破
棄
・
自
判
し
実

父
を
懲
役
12
年
に
処
し
た（
LE
X
/

D
B【
文
献
番
号
】2
55
46
41
2）
。

16
大
阪
地
裁

平
成
27
年
11
月
30
日
第
2刑
事
部
保
護
責
任
者
遺
棄

致
死
罪

実
母（
19
歳
）、

継
父（
22
歳
）

長
女
（
3
歳
10

か
月
）

無
罪（
求
刑
懲
役
6
年
）

先
天
性
ミ
オ
パ
チ
ー
、
夫
共
犯
。
大

阪
高
裁
平
成
28
年
9月
28
日
第
4

刑
事
部
判
決
は
原
判
決
を
破
棄
差
戻

し
と
し
た
。
共
犯
の
夫（
22
歳
）に
つ

い
て
、
大
阪
地
裁
平
成
28
年
1月

28
日
第
14
刑
事
部
判
決
は
予
備
的

訴
因
で
あ
る
重
過
失
致
死
罪
で
禁
錮

1年
6月
執
行
猶
予
3
年
に
処
し
た
。
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【
Se

xu
al

 A
bu

se
】

判
例

裁
判
所

罪
名

加
害
者

被
害
者

量
刑

注
記

1
山
形
地
裁

平
成
24
年
1月
25
日
刑
事
部
強
制
わ
い
せ
つ
罪

保
育
士（
33
歳
）

園
児（
4
歳
7
か
月

な
い
し
8か
月
）

懲
役
3
年
6
月（
求
刑
懲

役
4
年
）

被
害
者
、
被
害
者
の
母
親
及
び
保
育

士
3
名
の
供
述
・
犯
行
日
時
の
特
定

に
つ
い
て
は
、
連
絡
ノ
ー
ト
と
い
う

客
観
的
証
拠
。
仙
台
高
裁
平
成
24

年
7月
19
日
第
1刑
事
部
控
訴
棄
却

2
福
岡
高
裁
那
覇
支
部

平
成
24
年
2月
21
日
刑
事
部
強
制
わ
い
せ
つ
罪

養
父（
32
歳
）

養
女（
11
歳
）

無
罪

原
審
那
覇
地
裁
平
良
支
部
平
成
23

年
3
月
14
日
判
決
は
懲
役
1
年
6

月（
求
刑
懲
役
2
年
6月
）

3
青
森
地
裁

平
成
24
年
5月
16
日
刑
事
部
強
制
わ
い
せ
つ
致

傷
罪
、
売
春
防
止

法
、
児
童
福
祉
法

第
三
者（
30
歳
）

A（
9
歳
）

B（
15
歳
）

懲
役
5
年
6
月
罰
金
20

万
円
、
小
型
バ
イ
ブ
レ
ー

タ
ー
没
収（
求
刑
懲
役
6

年
、
罰
金
20
万
円
、
小

型
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
没
収
）

逃
走
資
金
欲
し
さ
に
，
安
易
に
第
2

の
犯
行
に
及
ん
だ
。
児
童
に
淫
行
を

さ
せ
て
金
銭
を
得
る
犯
行
が
経
済
的

に
割
に
合
わ
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ

る
た
め
罰
金
刑
併
科

4
熊
本
地
裁

平
成
24
年
5月
25
日
刑
事
部
強
制
わ
い
せ
つ
致

傷
罪

第
三
者（
38
歳
）

A（
17
歳
）

懲
役
4年
（
求
刑
懲
役
6年
）
累
犯
と
し
て
平
成
16
年
強
姦
致
傷

罪
等
懲
役
3
年
執
行
猶
予
4
年
、
平

成
18
年
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
罪
懲

役
3
年

5
大
津
地
裁

平
成
24
年
6月
1日
刑
事
部

強
制
わ
い
せ
つ
致

傷
罪

警
察
官（
28
歳
）

A（
17
歳
）

懲
役
2
年
6
月（
求
刑
懲

役
5
年
）

6
岐
阜
地
裁

平
成
24
年
6月
12
日
刑
事
部
強
盗
強
姦
罪
、
強

盗
強
姦
未
遂
罪
、

強
姦
未
遂
罪

第
三
者（
33
歳
）

A（
17
歳
）、

B（
18
歳
）

et
c.

無
期
懲
役（
求
刑
無
期
懲
役
）

住
居
侵
入
・
強
盗
強
姦
4
件
、
強
盗

強
姦
1
件
、
強
盗
強
姦
未
遂
1
件
、

住
居
侵
入
・
強
姦
・
強
盗
1
件
、
強

姦
未
遂
2
件（
う
ち
1
件
で
は
さ
ら

に
窃
盗
1
件
）、
強
盗
強
姦
目
的
の

住
居
侵
入
1件
。

Ｂ
は
当
時
18
歳
と
い
う
心
身
の
発

達
過
程
に
あ
っ
た
の
に
堕
胎
を
余
儀

な
く
さ
れ
た

7
名
古
屋
高
栽
金
沢
支
部
平
成

24
年
7月
3日

第
2
部

強
制
わ
い
せ
つ
罪
、

傷
害
罪
、
強
姦
罪
、

準
強
姦
罪

母
親
の
交
際
相
手

（
42
歳
）

長
女（
15
歳
）中
学

2
年
生
の
頃
か
ら

性
的
虐
待
を
反
復
、

二
女（
10
歳
）

交
際
相
手
：
懲
役
13
年

（
求
刑
懲
役
18
年
）、
母

親
：
懲
役
4
年（
求
刑
懲

役
7
年
）幇
助

告
訴
当
時
10
歳
11
か
月
の
小
学
5

年
生
の
告
訴
能
力
が
認
め
ら
れ
る
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